
異
端
の
終
末
論

岩
村
義
雄

序
本
稿
は
、
歴
史
的
終
末
論
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
性
格
と
本
質
を
明
る
み
に
し
、
異
端
の
終
末
論
を
聖
書
の
光
の
中
に
見
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
困
難
な
状
況
が
、
黙
示
思
想
を
産
み
出
し
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
確
か
に
、「
国
が
始
ま
っ
て
以
来
、
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
の
苦
難
」（
ダ
ニ
エ
ル
一
二
・
1
）
が
、
切
迫
し
た
終
末
意
識
を

育
て
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
バ
ビ
ロ
ン
の
捕
囚
時
代
、
黙
示
的
終
末
論
が
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
会
に
与
え
た
影
響
を
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

歴
史
上
、
終
末
待
望
論
者
の
中
に
は
、
行
為
義
認
に
よ
る
救
済
と
結
合
し
て
、
既
存
の
教
会
か
ら
分
派
的
に
離
脱
し
た
例
が
お
び
た
だ

し
い
。
分
派
、
異
端
は
、
時
代
の
不
穏
な
兆
候
を
分
析
し
、
扇
情
的
に
警
鐘
を
乱
打
す
る
の
で
あ
る
。
異
端
と
し
て
烙
印
を
お
さ
れ
た
例
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ａ
　
死
海
文
書
の
終
末
論

ｂ
　
地
上
の
楽
園
と
平
和

ｃ
　
領
域
的
な
王
国
へ
の
待
望

二
　
異
端
の
自
己
義
認

ａ
　
千
年
王
国
説

ｂ
　
二
元
論
の
禁
欲
的
エ
リ
ー
ト
主
義
者

ｃ
　
中
世
時
代
の
農
民
革
命
へ
の
影
響

三
　
統
一
的
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
に
よ
る
終
末
論

ａ
　
「
王
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」

ｂ
　
神
の
到
来
に
よ
る
義
の
宣
告

ｃ
　
異
端
の
終
末
論
を
凌
駕
す
る
弁
証

一
　
源
泉
と
な
っ
た
黙
示
文
書

ａ
　
死
海
文
書
の
終
末
論

メ
シ
ア
を
待
望
し
、
古
い
自
分
と
世
を
否
定
す
る
。
フ
ァ
リ
サ
イ
派
、
サ
ド
カ
イ
派
と
異
な
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
分
派
が
一
世
紀
に
存
在
し
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は
お
び
た
だ
し
い
。

福
音
書
自
体
も
「
こ
の
世
界
に
何
が
起
こ
る
の
か
と
お
び
え
、
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
気
を
失
う
だ
ろ
う
。」（
ル
カ
二
一
・
26
）
と
い
っ

た
形
で
終
末
を
描
写
し
て
い
る
。
し
か
し
、
概
し
て
、
悪
天
候
や
、
蔓
延
す
る
疫
病
、
食
糧
不
足
の
悲
観
的
な
時
代
に
は
、
絶
え
間
な
く

終
末
論
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
現
わ
れ
た
(1)

。
神
は
も
は
や
現
世
に
お
い
て
民
を
救
済
せ
ず
、
新
天
新
地
に
お
い
て
の
み
救
い
が
あ
る
と

い
う
教
説
が
頭
を
も
た
げ
て
き
た
。
暗
転
し
た
未
来
像
に
よ
り
、
地
平
線
上
の
終
末
的
王
国
を
希
求
す
る
の
は
、
様
々
な
宗
教
に
見
い
だ

せ
る
(2)

。

キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
の
一
つ
、
千
年
王
国
説
を
ラ
テ
ン
語
でm

illenium

、
ギ
リ
シ
ャ
語
でchiliasm

e

と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
異

端
は
キ
リ
ス
ト
教
的
希
望
を
持
ち
な
が
ら
、
救
済
論
に
お
い
て
「
今
す
で
に
」jetztschon

を
受
け
入
れ
な
い
。
異
端
は
〈
キ
リ
ス
ト
が

裁
き
主
で
あ
る
と
共
に
救
い
主
と
し
て
来
る
〉
こ
と
を
力
説
す
る
。
し
か
し
、「
い
ま
だ
な
お
」noch

nicht

に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
神
の
義
を
追
求
す
る
選
民
の
み
が
、
千
年
王
国
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
道
が
開
け
る
と
い
う
排
除
的
選
民
思
想
を
醸
成
し
た
。
教

義
に
、
選
ば
れ
た
者
に
は
永
遠
の
不
死
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
最
終
的
救
済
の
帰
結
が
あ
る
。

終
末
論
的eschatological

と
は
、
時
間
上
の
終
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
意
味
上
の
究
極
的ultim

ate

な
視
座
を
も
含
む
。
つ
ま
り
終
末

論
と
は
世
界
史
に
終
止
符
を
打
つ
時
間
的
、
空
間
的
な
最
後
の
事
柄
だ
け
で
は
な
い
。
自
己
絶
対
化
―
―
自
己
義
と
い
っ
た
最
後
の
も
の

を
神
に
委
ね
るka

iroiv

﹇
瞬
間
的
時
間
﹈
がe[sca

ton

で
あ
ろ
う
。

以
下
の
論
考
で
は
、
今
日
で
も
跋
扈
す
る
異
端
を
三
つ
の
視
点
か
ら
歴
史
的
に
経
路
を
分
析
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み

た
い
。

一
　
源
泉
と
な
っ
た
黙
示
文
書
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黙
示
思
想
的
終
末
論
は
、
古
い
世
の
終
焉
、
廃
棄
で
あ
る
。
新
し
い
世
の
始
ま
り
を
期
待
さ
せ
る
。

徹
底
し
た
悲
観
主
義
が
蔓
延
す
る
時
代
に
、
超
自
然
的
な
神
の
介
入
を
待
ち
望
む
状
況
が
整
っ
て
し
ま
う
。
自
分
た
ち
こ
そ
が
、
神
に

是
認
さ
れ
、
新
し
い
「
地
」
を
相
続
す
る
と
思
い
こ
む
者
た
ち
が
出
て
来
た
。
邪
悪
な
者
排
除
と
自
己
絶
対
化
と
い
う
誘
惑
へ
の
誘
い
水

に
も
な
る
。
善
悪
二
元
論
が
底
流
に
あ
る
。

人
間
で
あ
る
限
り
、
個
の
確
立
と
い
う
自
己
義
認
を
求
道
す
る
契
機
が
あ
る
。
人
間
は
旅
人
の
よ
う
に
自
分
の
魂
の
純
粋
性
を
慰
め
る

主
題
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
貧
し
い
庶
民
や
、
権
益
に
与
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
た
ち
は
現
体
制
を
否
定
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
理
念
で

あ
る
終
末
思
想
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
る
。
終
末
待
望
が
萌
芽
す
る
糸
口
は
自
己
義
認
と
言
え
ま
い
か
。

ｂ
　
地
上
の
楽
園
と
平
和

黙
示
文
書
﹇
前
二
世
紀
頃
〜
西
暦
一
世
紀
頃
﹈
と
は
、
世
の
終
わ
り
に
つ
い
て
の
黙
示
を
記
し
た
一
連
の
文
書
で
あ
る
。
黙
示
﹇
覆
い

を
取
り
除
く
﹈
は
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
一
章
一
節
に
由
来
し
て
い
る
。
外
典
と
偽
典
の
「
第
四
エ
ズ
ラ
書
」「
バ
ル
ク
の
黙
示
録
」「
エ
ノ
ク

書
」
な
ど
の
一
群
の
書
に
よ
る
。
正
典
で
は
、
旧
約
聖
書
の
ダ
ニ
エ
ル
書
、
新
約
聖
書
の
黙
示
録
を
含
め
る
。
終
末
論
を
待
望
す
る
セ
ク

ト
は
、
黙
示
文
書
を
源
泉
と
す
る
熱
狂
主
義
者
と
言
え
よ
う
。

新
約
聖
書
も
黙
示
文
書
か
ら
引
用
す
る
。
ユ
ダ
9
節
﹇「
モ
ー
セ
の
昇
天
」
写
本
現
存
せ
ず
﹈、
ユ
ダ
14
、
15
節
﹇「
エ
チ
オ
ピ
ア
語
エ

ノ
ク
書
一
・
9
」﹈、
Ⅱ
ペ
テ
ロ
二
・
4
﹇
同
一
八
・
11
以
下
、
二
〇
・
2
、
二
一
・
1
以
下
﹈
(4)

。

黙
示
文
書
の
主
題
の
多
く
は
、
世
の
終
わ
り
に
、
神
の
裁
き
が
あ
る
こ
と
、
人
類
が
選
別
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
黙
示
文
書
の

特
徴
に
現
在
の
苦
難
と
、
到
来
す
る
楽
園
的
な
王
国
の
二
元
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
以
降
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
運
動

が
か
か
げ
る
思
想
に
は
、
黙
示
文
書
的
思
想
の
継
承
が
あ
ろ
う
。
こ
の
世
と
未
来
の
世
と
い
う
二
つ
の
ア
イ
オ
ー
ン
の
対
立
で
あ
る
。
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た
。
死
海
写
本
の
発
見
は
、
当
時
の
悲
観
的
な
世
を
捨
て
、
来
た
る
べ
き
世
に
生
き
よ
う
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
光
を
あ
て
た
。
エ
ッ
セ
ネ

派
、
ク
ム
ラ
ン
教
団
が
該
当
す
る
。
写
本
の

rv
,Pe

﹇pesher

註
解
﹈
に
は
、「
義
の
教
師
」
に
対
す
る
報
い
、「
地
を
相
続
す
る
」、「
地
に

住
む
」
が
頻
出
し
て
い
る
。（
詩
篇
三
七
・
3
、
9
、
11
、
22
、
29
、
34
）。

dt'Y'h'

﹇the
Y
A
H
A
D

共
同
体
﹈
の
中
で
、「
義
な
る
人
」
と
「
偽
り
の
人
」
の
内
部
抗
争
が
起
き
る
。「
義
の
子
ら
」
は
す
べ
て
光
の

王
に
支
配
さ
れ
、「
虚
偽
の
子
ら
」
は
闇
の
天
使
の
支
配
下
に
あ
る
。
二
つ
の
対
立
す
る
霊
、
善
で
あ
る
光
と
、
悪
で
あ
る
闇
の
宇
宙
的

な
闘
い
を
反
映
し
て
い
る
。
破
滅
を
も
た
ら
す
闇
の
支
配
者
は
、
人
類
始
祖
以
来
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
。「
義
の
子
ら
は
み
な
光
の

君
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
光
の
道
を
歩
む
が
、
偽
り
の
子
ら
は
み
な
闇
の
天
使
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
」
と
教
え
た
(3)

。
世
界
が
終
末
に

近
づ
く
と
、
最
終
的
審
判
の
前
に
サ
タ
ン
は
道
連
れ
に
し
よ
う
と
躍
起
に
な
る
。
や
が
て,

神
は
介
入
し
、
メ
シ
ア
は
サ
タ
ン
に
勝
利
す

る
。「
光
の
子
ら
」
を
救
い
、
繁
栄
に
満
ち
た
王
国
を
相
続
さ
せ
る
。

山
上
の
説
教
で
、
イ
エ
ス
は
「
柔
和
な
者
」
が
「
地
を
相
続
す
る
」
と
詩
篇
三
七
篇
を
引
用
し
て
い
る
（
マ
タ
イ
五
・
5
）。

µywin'['“

﹇
柔
和
な
者
﹈
と
は
「
貧
し
い
者
」
と
も
訳
す
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
本
文
に
二
十
五
回
出
て
い
る
。
新
約
時
代
も
「
貧
し
い
者
」
の
た

め
に
イ
エ
ス
は
福
音
を
語
っ
た
。（
イ
ザ
ヤ
六
一
・
1
〜
2
、
ル
カ
四
・
18
〜
19
）。
権
力
の
あ
る
者
や
、
富
ん
だ
者
は
自
分
の
権
勢
を
誇

り
、
神
を
侮
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
貧
し
い
者
」
は
神
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
慰
め
や
力
を
神
か
ら
得
る
た
め
に
へ
り
く
だ
っ
て
い
る
。

「
地
」
と
は
約
束
の
地
で
あ
り
、
神
が
ご
自
分
の
民
に
与
え
る
祝
福
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
神
が
民
と
共
に
住
ま
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

邪
悪
な
者
が
九
節
で
「
断
た
れ
」
と
あ
る
の
は
、
神
の
恵
み
か
ら
断
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
貧
し
い
者
」
と
は
ど
ん
な
人
で
あ
る
の
か
。

「
主
に
望
み
を
お
き
、
主
の
道
を
守
れ
」（
34
節
）、「
無
垢
で
あ
ろ
う
と
努
め
」（
37
節
）、「
平
和
な
人
」（
37
節
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

神
の
約
束
を
信
頼
し
、
律
法
に
従
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
神
は
正
し
い
者
と
み
な
し
て
い
る
。
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恵
が
与
え
ら
れ
る
。
悪
の
根
は
、
あ
な
た
た
ち
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
封
じ
ら
れ
、
病
は
消
え
去
り
、
死
は
姿
を
隠
し
…
…
」
(14)

。
地
上

の
楽
園
で
永
遠
の
命
を
享
受
で
き
る
展
望
が
黙
示
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
。

黙
示
文
書
的
思
弁
は
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
影
響
を
少
な
か
ら
ず
与
え
た
。
神
に
敵
対
す
る
世
と
、
未
来
の
世
と
い
う
二

つ
の
ア
イ
オ
ー
ン
の
二
元
論
的
発
想
は
ペ
ル
シ
ャ
的
終
末
論
の
影
響
で
あ
る
(15)

。

黙
示
文
書
の
二
元
論
的
思
惟
は
、
形
而
上
学
的
、
独
立
し
た
思
弁
的
教
え
で
は
な
い
。
常
に
歴
史
的
、
時
間
的
、
宇
宙
論
的
、
黙
示
的

視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
黙
示
文
書
的
思
想
は
、
こ
の
世
と
未
来
の
世
と
い
う
二
つ
の
ア
イ
オ
ー
ン
の
連
続
を
認
め
な
い
。
時
間
的
に
分
離

す
る
の
で
あ
る
。「
こ
の
世
」
を
変
革
し
た
り
、
住
み
や
す
い
環
境
作
り
に
貢
献
す
る
意
欲
は
当
然
持
ち
合
わ
せ
な
い
。
今
の
世
界
の
破

棄
を
望
む
か
ら
で
あ
る
。
滅
び
行
く
体
制
に
は
魅
力
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
の
大
転
換
を
願
う
者
は
黙
示
文
書
的
期
待
を
歓
迎
す

る
だ
ろ
う
。
新
天
新
地
を
も
た
ら
す
神
の
意
志
を
中
心
と
し
た
生
活
が
救
い
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
神
が
介
入
し
、
歴
史
に
審
判
を
く

だ
す
ま
で
の
忍
耐
を
甘
受
す
る
。「
不
法
が
は
び
こ
る
の
で
、
多
く
の
人
の
愛
が
冷
え
る
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
耐
え
忍
ぶ
者
は
救
わ
れ

る
」（
マ
タ
イ
二
四
・
12
〜
13
）。

後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
学
で
は
、〈
神
の
国
が
現
わ
れ
る
〉
と
い
う
願
い
が
純
粋
に
終
末
論
的
な
概
念
に
な
っ
た
(16)

。

ｃ
　
領
域
的
な
王
国
へ
の
待
望

異
端
の
軌
跡
を
辿
る
と
、「
こ
の
世
」
を
否
定
し
、「
神
の
国
」
を
待
ち
望
む
教
理
が
伴
う
。
旧
約
聖
書
に
「
王
国
」
と
い
う
言
葉
は
あ

る
が
、「
神
の
国
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。
直
訳
す
れ
ば
「
神
の
王
国
」
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語

µyim'ç
;útWkl]m'

﹇
神
の
王
国
﹈
に
相
当
す

る
ア
ラ
ム
語
は

aY;m'ç
ú]diat;Wkl]m

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ー
ト
の
語
源
は

Ël'm;

﹇
統
治
す
る
、
王
と
な
る
﹈
で
あ
る
。「
王
的
支
配
」
の
概
念

を
表
す
マ
ラ
フ
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
五
章
一
八
節
に
初
め
て
出
て
く
る
。「
わ
た
し
の

Ël,m

﹇
王
﹈、
神
よ
」（
詩
篇
一
四
五
・
1
）
は
神
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「
し
か
し
審
判
の
日
は
こ
の
世
の
終
わ
り
で
あ
り
、
来
る
べ
き
不
朽
の
世
の
始
ま
り
で
あ
る
。
来
る
べ
き
世
に
お
い
て
は
朽
ち
は
て
る

と
い
う
こ
と
が
す
ぎ
去
り
、
罪
に
ふ
け
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
不
信
は
根
絶
や
し
に
さ
れ
、
義
が
増
し
、
真
理
が
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。」

（
第
四
エ
ズ
ラ
書
六
・
113
〜
114
）
(5)

。「
こ
の
世
」（
オ
ー
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
ゼ
）
が
過
ぎ
去
っ
た
後
に
、「
来
る
べ
き
世
」（
オ
ー
ラ
ー
ム
・

ハ
ッ
バ
ー
）
が
到
来
す
る
の
で
あ
る
(6)

。「
ユ
ダ
と
レ
ビ
の
部
族
か
ら
主
の
救
い
が
あ
ら
わ
れ
、
ベ
リ
ア
ル
に
戦
い
を
い
ど
み
、
お
前
た

ち
の
敵
に
永
遠
の
復
讐
を
す
る
。」（
十
二
族
長
の
遺
訓
　
七
男
ダ
ン
五
・
10
）
(7)

。
ベ
リ
ア
ル
の
支
配
下
に
あ
る
古
い
世
は
過
ぎ
去
る
。

ベ
リ
ア
ル
で
あ
る
悪
魔
は
「
こ
の
世
の
神
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
四
・
4
）
(8)

で
あ
る
。
破
局
が
近
い
時
に
、
神
は
「
滅
び
の
群
」m

assa

perditionis

の
根
本
に
斧
を
置
く
（
マ
タ
イ
三
・
10
）。
敬
虔
な
者
と
不
信
仰
な
者
が
、
羊
と
や
ぎ
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。「
主
権
を
持

ち
た
も
う
主
よ
、
…
…
生
き
て
あ
な
た
の
い
ま
し
め
を
守
る
者
は
何
と
幸
い
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
…
…
義
し
い
者
の
数
は
多
く
は
な
く
、

む
し
ろ
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
一
方
不
敬
虔
な
も
の
は
お
び
た
だ
し
く
い
る
。」（
第
四
エ
ズ
ラ
書
六
・
45
、
50
）
(9)

。「
こ
の
世
」
は
神

の
主
権
に
敵
対
す
る
サ
タ
ン
の
支
配
下
と
み
な
す
。
新
し
い
「
天
と
地
」
の
前
に
、
神
は
未
曾
有
の
裁
き
を
く
だ
す
。
ノ
ア
の
洪
水
の
時

と
同
様
に
〈
選
ば
れ
た
者
〉
だ
け
が
通
過
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。〈
選
ば
れ
た
者
〉
は
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
や
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の

よ
う
な
霊
的
存
在
で
は
な
い
。
ア
ダ
ム
が
喪
失
し
た
身
体
的
完
全
さ
の
回
復
で
あ
る
。
宇
宙
の
最
高
主
権
者
は
、
来
た
る
べ
き
世
に
、
戦

争
、
病
気
、
貧
困
、
不
幸
に
終
止
符
を
打
つ
。
新
し
い
世
は
祝
福
、
喜
び
、
平
和
、
健
康
、
不
老
不
死
で
満
ち
て
い
る
。
新
し
い
世
が
始

ま
る
時
、
死
者
は
よ
み
が
え
る
。「
大
地
は
地
中
に
眠
る
人
々
を
地
上
に
返
し
、
塵
は
そ
の
中
に
黙
し
て
住
ん
で
い
る
人
々
を
戻
し
、
陰

府
の
部
屋
は
そ
こ
に
預
け
ら
れ
て
い
た
魂
を
外
に
出
す
」
(10)

。「
生
殖
も
増
殖
も
な
い
」
世
に
な
り
、
人
口
爆
発
、
食
糧
不
足
は
な
い
(11)

。

第
七
日
目
の
千
年
期
に
「
神
は
こ
れ
を
見
て
、
良
し
と
さ
れ
た
」
と
い
う
創
造
が
完
成
す
る
(12)

。
エ
デ
ン
の

ˆG'

は
、
ペ
ル
シ
ャ
語
の

「
園
、
公
園
」
か
ら
由
来
し
た
語
で
あ
る
(13)

。「
あ
な
た
た
ち
に
は
楽
園
が
開
か
れ
て
お
り
、
生
命
の
木
が
植
え
ら
れ
、
来
る
べ
き
時
が
備

え
ら
れ
て
、
豊
か
な
富
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
都
が
建
て
ら
れ
、
安
ら
ぎ
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
恵
み
が
全
き
も
の
と
な
り
、
完
全
な
知
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フ
ァ
リ
サ
イ
派
は
メ
シ
ア
待
望
と
い
う
強
い
民
族
意
識
が
あ
っ
た
。
政
治
的
な
方
法
で
神
の
介
入
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
民
衆
に
説
い

て
い
た
。
フ
ァ
リ
サ
イ
人
は
イ
エ
ス
の
真
の
メ
シ
ア
性
・
到
来
・
支
配
を
拒
絶
し
た
。ba

sileiva

は
将
来
の
実
現
で
あ
っ
て
、
現
在
の

作
用
範
囲
内
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
黙
示
文
書
の
関
心
は
、
新
し
い
ア
イ
オ
ー
ン
の
開
始
の
時
点
に
集
中
し
て
い
た
。
フ
ァ
リ
サ

イ
人
は
「
神
の
バ
シ
レ
イ
ア
は
い
つ
来
る
の
か
」
と
イ
エ
ス
に
回
答
を
迫
っ
た
。
イ
エ
ス
の
答
え
方
は
ま
ず
否
定
か
ら
始
ま
っ
た
。「
バ

シ
レ
イ
ア
は
、
見
え
る
形
で
は
来
な
い
」、「『
こ
こ
に
あ
る
』『
あ
そ
こ
に
あ
る
』
と
言
え
る
も
の
で
も
な
い
」。
一
番
目
に
、
時
間
的
に
、

次
に
空
間
的
な
「
神
の
支
配
」
の
到
来
を
打
ち
消
し
た
。
黙
示
思
想
終
末
論
者
は
、
一
五
三
三
年
、
一
八
四
三
年
、
一
九
一
四
年
、
一
九

七
五
年
な
ど
に
、
時
間
的
・
空
間
的
な
再
臨
待
望
を
熱
狂
的
に
展
開
し
た
(20)

。
黙
示
文
書
的
思
弁
は
「
い
ま
だ
な
お
」
を
一
義
的
に
解
釈

す
る
傾
向
が
あ
る
。「
実
に
、
神
の
国
はejnto;"
uJmw

'n

あ
る
の
だ
」
を
半
面
的
に
と
ら
え
て
は
い
け
な
い
。
平
衡
の
取
れ
た
視
座
―
統
一

的
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
で
釈
義
す
れ
ば
よ
い
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
正
統
と
異
端
を
見
分
け
る
基
準
の
定
式
を
確
立
し
た
。『
マ
ル
キ

オ
ン
反
論
』
の
中
で
註
解
し
て
い
る
(21)

。
ヒ
ュ
モ
ー
ン
は
問
答
の
相
手
の
「
フ
ァ
リ
サ
イ
人
の
」
に
適
用
。「
神
の
国
」
は
「
フ
ァ
リ
サ

イ
人
の
エ
ン
ト
ス
」
で
「
今
す
で
に
」
始
ま
っ
て
い
る
と
解
し
た
。
つ
ま
り
バ
シ
レ
イ
ア
は
将
来
の
こ
と
で
は
な
く
、「
今
す
で
に
」
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。

神
が
、
主
権
者
と
し
て
永
遠
不
変
に
「
今
す
で
に
」
統
治
・
支
配
し
て
い
る
な
ら
、
メ
シ
ア
の
来
臨
・
再
臨
は
不
要
な
の
か
。
否
。
キ

リ
ス
ト
の
贖
い
に
よ
っ
て
不
義
な
る
者
の
義
認justificatio

injusti

が
初
め
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
の
期
間
に
、
黙
示
思
想
の
芽
生
え
を
辿
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
バ
ビ
ロ
ン
か
ら
帰
還

し
た
民
は
、
神
で
あ
る
「
人
の
子
」
の
登
場
を
熱
望
し
た
。「
主
の
日
」
の
幕
開
け
、
王
の
即
位
ま
で
の
緊
張
感
を
持
続
し
な
が
ら
、
終

末
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
、「
ダ
ビ
デ
の
倒
れ
た
家
」（
ア
モ
ス
九
・
11
）
の
再
建
を
望
む
信
仰
姿
勢
が
、
敬
虔

な
ユ
ダ
ヤ
人
の
動
機
の
座
に
位
置
し
て
い
た
。
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の
今
の
統
治
を
表
し
て
い
る
。
メ
レ
フ
は
政
治
権
力
、
王
権
、
権
能
で
あ
る
こ
と
が
原
義
で
あ
る
。
抽
象
名
詞
マ
ル
ク
ー
ト
は
メ
レ
フ
か

ら
派
生
し
、
神
の
支
配
、
統
治
が
本
来
の
語
義
で
あ
る
(17)

。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ー
ト
を
「
王
権
」
と
訳
し
た
り
す
る
。（
サ
ム
エ
ル
上

二
〇
・
31
）。
ア
ラ
ム
語
の
王
国
の
五
十
七
箇
所
の
中
で
、
空
間
的
な
領
域
の
概
念
は
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
。

異
邦
諸
国
民
か
ら
の
圧
制
、「
悪
い
教
師
」「
偽
り
の
預
言
者
」
が
跳
梁
す
る
時
代
は
神
を
見
失
う
。
神
の
王
的
支
配
に
不
信
仰
と
な
り

や
す
い
。
黙
示
文
書
的
思
弁
は
「
神
の
支
配
」
と
い
う
現
実
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
否
定
す
る
。「
神
の
統
治
」
の
空
間
的
、
時
間
的
成

就
を
切
望
し
、
隠
遁
の
共
同
生
活
を
始
め
た
り
す
る
。

死
海
写
本
の
発
見
に
し
た
が
っ
て
、
エ
ッ
セ
ネ
派
の
詳
細
な
入
会
手
続
き
が
判
明
し
た
。「
宗
教
要
覧
」
は
、
一
年
の
入
会
儀
式
や
食

事
規
定
、
結
婚
を
禁
止
し
、
養
子
に
よ
っ
て
種
族
の
延
命
を
図
る
な
ど
禁
欲
に
徹
し
て
い
た
(18)

。
エ
ッ
セ
ネ
派
が
厳
し
い
戒
律
に
耐
え
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、「
こ
の
世
」
を
拒
絶
し
、「
新
し
い
王
国
」
に
希
望
を
託
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

黙
示
文
書
の
旧
約
ダ
ニ
エ
ル
書
は
王
国
の
到
来
を
預
言
し
て
い
る
。
黙
示
終
末
論
者
が
領
域
の
用
法
で
頻
用
す
る
箇
所
が
あ
る
。「
天

の
神
は
永
久
に
亡
び
な
い
一
つ
の
王
国
を
起
こ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
王
国
の
支
配
は
他
の
民
に
渡
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
支
配
は
こ
れ
ら
の
他
の
す
べ
て
の
王
国
を
打
ち
砕
き
、
こ
れ
ら
を
終
わ
ら
せ
、
自
分
自
身
は
永
遠
ま
で
続
く
で
し
ょ
う
。」（
ダ
ニ
エ
ル

二
・
44
）
(19)

。
新
し
い
ア
イ
オ
ー
ン
が
古
い
ア
イ
オ
ー
ン
に
取
っ
て
代
わ
る
典
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
ダ
ニ
エ
ル
四
章
31
節
の
王
国
は
ま

っ
た
く
相
反
す
る
。「
わ
た
し
は
い
と
高
き
神
を
た
た
え
、
永
遠
に
生
き
る
お
方
を
ほ
め
た
た
え
た
。
そ
の
支
配
は
永
遠
に
続
き
そ
の
国

は
代
々
に
及
ぶ
」。
享
受
し
て
い
る
「
神
の
支
配
」
の
永
遠
性
、
連
続
性
を
宣
言
し
て
い
る
。
現
在
「
神
の
統
治
」
が
〈
今
す
で
に
〉
確

立
し
て
い
る
。
民
は
目
下
統
治
し
て
お
ら
れ
る
神
に
賛
美
、
感
謝
、
喜
び
を
表
明
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
聖
書
に
は
「
神
の
支
配
」
は
、「
い
ま
だ
な
お
」noch

nicht
と
、「
今
す
で
に
」jetztschon

が
あ
る
。
二
つ
の
概
念
は

対
立
的
命
題
で
は
な
い
。
二
律
背
反
で
も
な
い
。
統
一
的
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
に
把
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
九
七
八
年
十
一
月
後
半
、
ジ
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
南
米
の
ガ
イ
ア
ナ
の
九
十
三
名
の
集
団
自
殺
の
指
導
者
で
あ
る
。「
地
上
に
築

く
こ
と
の
で
き
る
最
良
の
天
国
」
と
称
し
、
前
千
年
王
国
説
の
橋
頭
堡
を
築
い
た
。
出
発
点
は
一
九
五
六
年
に
旗
揚
げ
し
た
米
国
イ
ン
デ

ィ
ア
ナ
州
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
教
会
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
既
存
の
宗
教
を
起
点
と
す
る
分
派
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
黙
示
文
書
に
傾
倒
し
、

夢
想
し
た
。
核
戦
争
の
脅
威
を
訴
え
、
教
会
を
安
全
圏
に
移
転
す
る
こ
と
ま
で
も
し
た
。
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
を
妄
想
症
的
、
誇
大
妄
想
的
に

解
釈
し
た
の
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
麻
原
彰
晃
と
同
根
で
あ
ろ
う
(26)

。
麻
原
は
「
世
の
終
わ
り
」
を
演
出
し
た
。
一
九
九
五
年
三
月
二
一

日
、
東
京
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に
よ
っ
て
十
一
名
が
死
亡
、
五
千
名
近
く
が
被
害
を
受
け
た
。

終
末
の
時
が
迫
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
切
迫
感
は
現
実
か
ら
の
離
脱
を
促
進
し
た
。
グ
ル
の
提
示
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
前
千
年
王
国
説
の

夢
に
陶
酔
し
た
。
二
例
は
教
条
主
義
的
な
聖
書
主
義
と
い
う
よ
り
神
秘
主
義
的
傾
向
が
強
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
霊
的
熱
狂
主
義
者
に
と

っ
て
前
千
年
王
国
説
の
旗
印
は
奏
効
し
た
。

千
年
王
国
説
を
支
持
し
た
初
代
教
父
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹇
一
〇
〇
頃
〜
一
六
五
頃
﹈、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
﹇
一
三
〇
頃
〜
二
〇
〇
頃
﹈
と

モ
ン
タ
ノ
ス
派
﹇
？
〜
一
七
九
以
前
﹈
(27)

を
比
較
し
て
み
よ
う
。
モ
ン
タ
ノ
ス
運
動
は
正
統
派
か
ら
異
端
宣
告
を
受
け
た
。
一
方
、
リ
ヨ

ン
の
司
教
で
あ
っ
た
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
や
、
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
﹇
二
四
〇
頃
〜
三
二
〇
／
三
三
〇
頃
﹈
た
ち
は
至
福

千
年
説
を
主
張
し
て
も
批
判
を
受
け
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
モ
ン
タ
ノ
ス
派
が
異
端
と
し
て
烙
印
を
受
け
た
の
か
。「
間
違
っ
た
神
学
」

を
唱
道
し
た
こ
と
が
原
因
な
の
か
。
神
学
と
は
信
仰
の
理
性
的
解
釈
の
試
み
だ
と
定
義
し
よ
う
。
す
る
と
、
聖
書
解
釈
が
信
仰
的
・
キ
リ

ス
ト
論
的
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
、「
間
違
っ
た
神
学
」
と
な
る
(28)

。

三
位
一
体
の
教
説
を
初
め
て
明
言
し
た
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
﹇
一
五
〇
／
一
六
〇
〜
二
二
〇
以
降
﹈
に
注
視
し
た
い
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア

ヌ
ス
は
ラ
テ
ン
神
学
の
基
礎
を
造
っ
た
神
学
者
で
あ
る
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
二
〇
七
年
頃
モ
ン
タ
ノ
ス
主
義
の
運
動
に
参
与
し
た
。

道
徳
的
な
厳
格
さ
に
魅
了
さ
れ
、
聖
霊
運
動
に
走
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。「
間
違
っ
た
神
学
」
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
ト
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イ
ザ
ヤ
書
に
は
、
新
し
い
義
の
時
代
を
待
ち
望
む
描
写
が
あ
る
。「
終
わ
り
の
日
の
シ
オ
ン
へ
の
帰
還
」（
イ
ザ
ヤ
二
・
1
〜
5
）、「
エ

ッ
サ
イ
の
株
の
若
枝
、
狼
と
小
羊
の
共
生
」（
同
一
一
・
1
〜
9
）、「
シ
オ
ン
へ
の
大
路
」（
同
三
五
・
1
〜
10
）、「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
誕

生
」（
同
七
・
10
〜
17
）、「
み
ど
り
ご
は
力
あ
る
神
」（
同
九
・
1
〜
6
）
な
ど
は
、
王
の
像
と
し
て
神
秘
的
に
エ
ス
カ
ト
ン
に
投
影
さ
れ

て
い
っ
た
(22)

。

注
目
す
べ
き
は
、「
神
の
到
来
」
の
預
言
で
あ
る
。「
悪
に
報
い
る
神
」
救
済
者
の
現
出
が
前
方
に
控
え
て
い
る
。「
悪
に
報
い
る
神
が

来
ら
れ
る
。
神
は
来
て
、
あ
な
た
た
ち
を
救
わ
れ
る
」（
イ
ザ
ヤ
三
五
・
4
）。

二
　
異
端
の
自
己
義
認

ａ
　
千
年
王
国
説M

illenium

黙
示
文
書
は
、
序
章
的
な
裁
き
の
後
に
メ
シ
ア
が
千
年
間
新
し
い
ア
イ
オ
ー
ン
を
支
配
す
る
と
述
べ
る
。「
千
年
」
は
黙
示
録
二
〇
章

2
〜
7
節
だ
け
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
西
暦
九
十
年
頃
の
記
録
が
も
っ
と
も
古
い
(23)

。
黙
示
文
書
の
中
に
は
、
四
百
年
の

期
間
と
不
定
期
間
が
存
続
す
る
場
合
も
あ
る
(24)

。

千
年
王
国
論
は
終
末
論
の
一
形
態
で
あ
る
。prem

illenarianism
「
前
千
年
王
国
説
」、postm

illenarianism

「
後
千
年
王
国
説
」、

anm
illenarianism

「
無
千
年
王
国
説
」
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
前
千
年
王
国
説
の
信
奉
者
の
中
か
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
再
臨
待
望
が
生

ま
れ
や
す
い
。
前
千
年
王
国
説
を
異
端
の
範
疇
に
入
れ
る
か
ど
う
か
は
、「
異
端
」
の
定
義
(25)

に
左
右
さ
れ
る
。

「
異
端
」
と
前
千
年
王
国
説
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
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た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
は
十
九
歳
で
マ
ニ
教
に
没
頭
し
、
九
年
後
に
キ
リ
ス
ト
教
に
再
び
復
帰
し
た
経
緯
が
あ
る
(33)

。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
本
稿
に
欠
漏
で
き
な
い
経
歴
、
客
観
的
な
洞
察
力
が
あ
る
神
学
者
で
あ
ろ
う
。
自
己
義
認
の
権
化
と
言
わ
れ
る
ペ
ラ
ギ
ウ
ス

主
義
に
対
す
る
論
駁
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

ｂ
　
二
元
論
の
禁
欲
的
エ
リ
ー
ト
主
義
者

黙
示
文
書
の
影
響
を
受
け
た
者
た
ち
は
神
の
義
を
固
定
的
に
解
す
る
。
矛
盾
に
満
ち
た
古
い
世
に
、
神
の
裁
き
が
く
だ
る
。
エ
ス
カ
ト

ン
時
の
神
の
審
判
行
為
は
不
法
と
邪
悪
に
終
止
符
を
打
つ
。
忠
実
な
者
た
ち
の
救
出
と
義
認
、
他
方
で
は
邪
悪
な
者
た
ち
に
報
復
的
な
処

罰
を
行
使
す
る
。
今
の
体
制
へ
の
不
満
、
焦
燥
、
憎
悪
を
解
消
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
ま
で
は
悪
が
許
さ
れ
て
き
た
。
オ

リ
ゲ
ネ
ス
﹇
一
八
五
頃
〜
二
五
四
頃
﹈
は
神
の
裁
き
が
速
や
か
に
実
現
し
な
い
理
由
を
、
神
の
忍
耐
と
罪
へ
の
猶
予
だ
と
考
え
た
。

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
﹇
三
六
〇
頃
〜
四
二
〇
頃
﹈
は
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
追
随
し
た
。「
神
の
怒
り
（
オ
ル
ゲ
ー
）
と
わ
た
し
た
ち
が
呼
ぶ
も
の

は
、
神
の
感
情
（
パ
ト
ス
）
の
こ
と
で
は
な
く
、
非
常
に
重
大
な
罪
を
犯
し
た
人
々
に
対
し
て
、
よ
り
厳
格
な
方
法
に
よ
る
教
育
の
目
的

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
何
か
で
あ
る
。」
(34)

罪
人
に
悔
悛
の
猶
予
の
期
間
を
与
え
る
た
め
に
、
神
は
す
ぐ
に
審
判
を
く
だ
さ
な
い
釈
義
を

継
承
し
た
。
人
は
自
ら
良
い
行
な
い
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
義
と
認
め
ら
れ
る
と
教
え
た
。
国
教
化
政
策
に
よ
っ
て
、
教
会
が
生

ぬ
る
く
な
り
、
退
廃
し
た
道
徳
を
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
憂
え
た
。「
名
前
だ
け
の
キ
リ
ス
ト
者
」
(35)

で
形
骸
化
し
た
教
会
を
酷
評
し
た
。
特
に

矛
先
は
聖
職
者
に
向
け
ら
れ
た
。
弱
者
の
立
場
に
対
す
る
権
威
主
義
、
抑
圧
に
対
決
し
た
。
ロ
ー
マ
で
、
信
徒
集
団
の
指
導
者
に
な
っ
た
。

「
道
徳
的
完
成
は
人
間
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
」
と
力
説
し
た
(36)

。
禁
欲
生
活
を
奨
励
し
、
聖
者
と
し
て
評
判
が
高
ま
っ
た
。
教
養
の
あ

る
異
教
徒
や
、
多
く
の
信
奉
者
か
ら
称
賛
さ
れ
た
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
神
の
恩
恵
に
よ
る
律
法
と
自
由
意
志
を
強
調
し
た
。
神
は
人
間
に
不

可
能
な
こ
と
を
強
要
す
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
た
。
自
発
的
な
愛
に
よ
っ
て
、
神
の
義
を
実
践
す
る
神
人
協
力
説
（Synergeia

）
の
草
分
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リ
ッ
ク
教
会
は
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
を
異
端
と
し
て
排
斥
し
た
。
厳
密
に
は
、「
教
会
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
て
い
る
教
理
を
拒
絶
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
神
の
権
威
に
対
す
る
従
順
は
教
会
の
教
え
に
対
す
る
同
意
を
要
求
す
る
。
教
会
の
信
仰
の
規
準
よ
り
も
個
人
が

選
ん
だ
所
説
を
重
視
す
る
の
が
異
端
で
あ
る
」
の
判
断
が
働
い
た
の
だ
ろ
う
(29)

。
つ
ま
り
歴
史
的
過
程
の
中
で
は
教
会
会
議
が
正
統
と
異

端
の
峻
別
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
(30)

。

で
は
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
た
ち
が
前
千
年
王
国
説
を
支
持
し
て
も
、
教
会
か
ら
弾
圧
を
受
け
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
一
つ
に
、
当
時

は
ま
だ
「
前
千
年
王
国
説
」「
後
千
年
王
国
説
」「
無
千
年
王
国
説
」
の
取
捨
選
択
の
た
め
の
体
系
づ
け
た
論
議
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
二
つ
目
に
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
日
を
特
定
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
目
に
、
自
己
義

認
を
主
張
せ
ず
、
禁
欲
主
義
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
排
他
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
、
人
々
は
前
千
年

王
国
説
支
持
者
に
偏
見
を
抱
か
な
か
っ
た
。

三
世
紀
の
神
学
者
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
、「
無
千
年
王
国
説
」
の
立
場
で
あ
り
、
前
千
年
王
国
説
を
否
定
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹇
三

五
四
〜
四
三
〇
﹈
も
、
未
来
の
千
年
王
国
を
推
論
に
す
ぎ
な
い
と
斥
け
た
。
前
千
年
王
国
説
を
唱
え
た
ド
ナ
テ
ィ
ス
トD

onatiani
vel

D
onatistae

た
ち
を
「
肉
的
な
人
々
」
と
糾
弾
し
た
(31)

。
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
王
国
で
あ
る
と
説
い
た
。
千
年
期
は
地
上
に
お
け
る
教
会

が
勝
利
す
る
歴
史
の
全
期
間
と
同
一
で
あ
る
と
論
及
し
た
(32)

。
つ
ま
り
黙
示
録
の
「
千
年
」
を
象
徴
的
な
数
字
と
解
釈
す
る
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は
「
神
の
国
」、「
教
会
」、「
黙
示
文
書
の
千
年
期
観
」
に
関
す
る
神
学
的
思
考
の
基
礎
を
構
築
す
る
上
で
方
向
性
を
定
め
た
。

「
無
千
年
王
国
説
」
が
中
世
以
降
の
正
統
的
な
教
義
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
認
の
教
え
と
な
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
死
後
エ
フ

ェ
ソ
ス
公
会
議
﹇
四
三
一
年
﹈
で
は
、
前
千
年
王
国
説
が
「
迷
信
」
と
し
て
否
認
さ
れ
て
い
る
。「
無
千
年
王
国
説
」、「
後
千
年
王
国
説
」

の
歴
史
的
趨
向
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
再
臨
や
、
社
会
変
革
を
望
ま
な
い
体
質
に
し
た
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
七
十
五
歳
頃
に
「
も
ろ
も
ろ
の
異
端
に
つ
い
て
」D

e
haeresibus

を
執
筆
し
た
。
八
十
八
の
異
端
を
分
析
し
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こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
道
徳
的
改
革
者
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
異
端
者
と
し
て
教
会
か
ら
退
け
ら
れ
た
。

意
外
に
も
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
従
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
神
か
ら
の
賜
物
」
と
言
及
し
て
い
た
(40)

。
ペ

ラ
ギ
ウ
ス
の
救
済
論
の
根
底
に
あ
る
立
論
が
、
善
悪
二
元
論
闘
争
歴
史
観
に
あ
る
こ
と
を
看
破
す
べ
き
で
あ
る
。〈
神
に
選
ば
れ
て
い
な

い
の
に
選
ば
れ
た
と
思
い
こ
ん
で
い
る
者
た
ち
〉
と
、〈
神
に
選
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
神
に
選
ば
れ
る
者
た
ち
〉
の
対
立
の
構
図
で

あ
る
。
西
暦
一
〜
二
世
紀
の
小
ア
ジ
ア
の
ケ
ー
リ
ン
ト
スC

erinthus

か
ら
始
ま
っ
た
善
悪
二
元
論
闘
争
歴
史
観
の
通
性
が
あ
る
。

二
元
論
は
革
命
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
世
が
不
正
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
支
配
的
に
な
る
(41)

。
必
然
的
に
他
者
排
除
と
自
己
絶

対
化
と
い
う
主
観
主
義
的
な
形
態
へ
変
貌
し
て
い
く
。
狂
信
的
な
ほ
ど
に
反
社
会
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
ア
ナ

ー
キ
ー
的
無
関
心
が
顕
在
化
し
、
社
会
生
活
か
ら
遊
離
す
る
よ
う
に
な
る
。「
世
は
彼
ら
を
憎
み
ま
し
た
。
わ
た
し
が
世
に
属
し
て
い
な

い
よ
う
に
、
彼
ら
も
世
に
属
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。」（
ヨ
ハ
ネ
一
七
・
14
）
と
、
現
体
制
と
の
非
妥
協
の
生
活
を
維
持
す
る
。
個
々
の

成
員
は
理
想
を
具
現
化
す
る
た
め
に
強
固
な
信
念
、
緊
張
、
忍
耐
を
要
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ｃ
　
中
世
時
代
の
農
民
革
命
へ
の
影
響

十
一
世
紀
以
降
の
時
代
、
欧
州
は
十
字
軍
派
兵
、
農
民
一
揆
、
疫
病
な
ど
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
環
境
が
生
じ
た
。
小
作
農
民
、
不
熟
練

職
人
な
ど
下
層
階
級
の
人
々
の
間
に
、
終
末
思
想
が
台
頭
し
た
。
平
静
の
時
代
に
は
顕
在
化
し
な
い
黙
示
文
書
的
終
末
論
、
再
臨
待
望
が
、

地
下
水
か
ら
噴
出
す
る
よ
う
に
湧
き
出
て
き
た
(42)

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
無
千
年
王
国
説
」
以
外
を
容
認
し

な
か
っ
た
。
宗
教
改
革
以
降
の
ル
タ
ー
派
教
会
、
改
革
派
教
会
も
「
無
千
年
王
国
説
」
を
継
承
し
、
楽
観
的
な
展
望
を
持
つ
傾
向
が
強
か

っ
た
。

十
六
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
抑
圧
さ
れ
た
農
民
、
日
増
し
に
地
位
が
低
く
な
っ
た
職
人
達
は
終
末
の
夢
に
狂
奔
し
た
。「
貧
し
い
人
々

異端の終末論
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け
と
な
っ
た
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
は
禁
欲
的
エ
リ
ー
ト
主
義
の
様
相
を
帯
び
て
い
た
。

一
八
六
三
年
、
エ
レ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
﹇
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ラ
ー
の
後
継
者
﹈
は
宇
宙
論
争
を
説
い
た
(37)

。
神
と
サ
タ
ン
の
宇
宙
的
闘
争

歴
史
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
神
の
民
を
選
ぶ
と
い
う
。
善
悪
闘
争
史
的
二
元
構
造
の
教
理
を
教
え
る
。
キ
リ
ス
ト
の
共
同
の
相
続
人
と

し
て
忠
誠
を
保
つ
た
め
に
殉
教
も
厭
わ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
義
を
重
ん
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ド
ベ
ン
テ
ィ
ス
ト
派
の
教
理
に
よ
っ
て
基

礎
を
作
っ
た
エ
ホ
バ
の
証
人
も
同
様
の
見
解
を
浸
透
さ
せ
る
。
モ
ン
タ
ノ
ス
運
動
、
中
世
の
千
年
王
国
運
動
、
十
九
世
紀
以
降
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
再
臨
運
動
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
倣
う
行
為
義
認
で
あ
ろ
う
。
黙
示
文
書
的
な
応
報
思
想
が
水
脈
の
よ
う

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
著
書
に
は
「
模
範
（exem

plum

）」「
模
倣
す
る
（im

itari

）」
の
概
念
が
反
復
す
る
。『
聖
パ
ウ
ロ
の
手
紙
注
解
』

C
om

m
entariiin

epistulas
S.Pauli

の
中
だ
け
で
も
二
百
以
上
出
て
い
る
。
最
初
の
ア
ダ
ム
の
罪
性
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
―
信
仰

の
完
成
者
（
ヘ
ブ
ラ
イ
一
二
・
2
）
に
倣
う
こ
と
が
、
世
に
勝
利
す
る
道
と
強
調
し
た
(38)

。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、「
神
の
恩
恵
が
わ

た
し
た
ち
の
功
績
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
努
力
を
集
中
す
る
の
で
す
」
と
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
功
績
主
義
、

禁
欲
主
義
を
論
駁
し
た
(39)

。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
強
弁
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

神
は
罪
人
を
赦
免
す
る
。
た
と
え
功
績
が
な
く
て
も
、
無
条
件
で
義
と
認
め
る
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
「
信
仰
の
み
」
が
義
認
を
も
た
ら
す
と

い
う
神
学
的
核
心
が
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
会
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
垣
間
見
る
気
が
す
る
。
法
律
を
学
ん
だ
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
四
年
ほ
ど
で
修
道
士
に
な
り
、
博
学
で
あ
っ
た
。

人
々
か
ら
の
信
頼
を
勝
ち
得
る
人
格
者
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
三
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
、
放
蕩
三
昧
、
不
道
徳
な

生
活
、
二
元
論
の
マ
ニ
教
に
身
を
置
い
た
末
、
キ
リ
ス
ト
が
上
か
ら
介
入
、
神
に
実
存
的
に
回
心
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
恩
恵

の
博
士
」doctor

gratiae

と
称
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
は
「
罪
の
博
士
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
福
音
主
義
的
教
会
思
想
の
父
祖
に
な
る
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を
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
(48)

。
分
派
・
異
端
の
グ
ル
ー
プ
の
教
祖
、
指
導
者
た
ち
の
「
神
の
義
」
の
神
学
体
系
の
分
析
、
検
証
を
通
し
て
、

位
相
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

モ
ン
タ
ノ
ス
派
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
、
十
九
世
紀
初
頭
の
セ
ブ
ン
ス
デ
ー
・
バ
プ
テ
ス
ト
、
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
教
会
、
エ
ホ
バ
の
証
人
も
行
為
義
認
の
厳
格
さ
に
関
し
て
は
軌
を
一
に
す
る
。
黙
示
文
書
の
義
の
理
解
が
、「
自
分
の
義
」（
ロ
ー
マ

一
〇
・
3
）
を
一
義
的
に
追
求
す
る
起
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
義
﹇
善
行
﹈
が
救
済
に
つ
な
が
り
、
不
義
﹇
悪
行
﹈
に
よ
っ
て
処
罰

を
受
け
る
二
元
論
で
あ
る
。「
主
権
を
も
ち
た
も
う
主
よ
。
…
…
わ
た
し
を
他
の
多
く
の
者
よ
り
も
義
し
い
者
と
お
考
え
く
だ
さ
る
の
で

し
た
ら
」
(49)

に
あ
る
よ
う
に
、
神
の
義
の
概
念
に
、
裁
判
者
と
し
て
の
神
観
を
抱
い
て
い
る
。

ル
タ
ー
も
カ
ル
ヴ
ア
ン
も
律
法
の
対
極
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
「
信
仰
の
み
」sola

fide
in

solo
C
hristo

を
教
示
し
た
。
信
仰
義

化
を
受
け
た
者
が
、
キ
リ
ス
ト
の
統
治
す
る
王
国königreich

を
相
続
す
る
。

三
　
統
一
的
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
に
よ
る
終
末
論

ａ
　
「
王
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」

イ
エ
ス
の
説
教
の
「
神
の
国
」
の
中
に
、
神
の
支
配
の
現
在
性
と
未
来
性
が
あ
る
。jetztschon

とnoch
nicht

の
局
面
と
言
え
る
。
ノ

ル
マ
ン
デ
ィ
上
陸
作
戦
﹇
一
九
四
四
年
﹈
の
表
現
が
わ
か
り
や
す
い
。「
Ｄ-

デ
イ
」
の
侵
攻
は
、
最
終
的
か
つ
完
全
な
、
現
実
の
勝
利
の

瞬
間
で
あ
る
「
Ｖ-

デ
イ
」
に
先
だ
っ
て
起
こ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
は
Ｄ-

デ
イ
で
あ
り
、
再
臨
と
最
後
の
審

判
は
Ｖ-

デ
イ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
(50)

。
統
一
的
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
に
通
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
衡
の
と
れ
た
終
末
論
を
把
握
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は
、
幸
い
で
あ
る
。
神
の
国
は
あ
な
た
が
た
の
も
の
で
あ
る
」
(43)

と
信
じ
た
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
千
年
王
国
論
が
清

廉
無
私
の
下
層
民
の
心
を
捉
え
た
。
黙
示
録
に
示
さ
れ
た
終
末
の
時
が
迫
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
切
迫
感
は
現
実
か
ら
の
離
脱
を
促
進
し
た
。

既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
腐
敗
堕
落
、
僧
職
者
の
行
状
な
ど
へ
の
批
判
が
続
出
し
た
。

終
末
史
を
何
か
あ
る
終
局
史
と
取
り
違
え
る
誘
惑
に
陥
る
兆
候
が
欧
州
で
発
生
し
た
。

一
五
二
五
年
四
月
、
ト
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
﹇
一
四
九
〇
頃
〜
一
五
二
五
﹈
が
率
い
る
貧
農
た
ち
は
暴
動
を
起
こ
し
た
。
ド
イ
ツ
史
が

経
験
し
た
最
初
か
つ
最
大
の
農
民
蜂
起
と
な
っ
た
。

一
五
二
三
年
、
ル
タ
ー
は
「
こ
の
世
の
権
威
に
つ
い
て
、
人
は
ど
の
程
度
ま
で
こ
れ
に
対
し
服
従
の
義
務
が
あ
る
の
か
」
を
発
題
し
た
。

そ
の
中
で
、
農
民
た
ち
に
理
不
尽
な
君
主
の
命
に
対
し
て
も
無
抵
抗
を
呼
び
か
け
た
(44)

。
ル
タ
ー
は
国
家
権
力
に
対
し
て
盲
目
的
服
従
を

決
し
て
要
求
し
た
の
で
は
な
い
。
農
民
だ
け
に
で
な
く
、
諸
侯
に
対
し
て
も
激
し
い
言
葉
で
諫
言
し
て
い
る
(45)

。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
少
数

選
民
に
よ
る
社
会
変
革
、
間
近
な
終
末
と
キ
リ
ス
ト
再
臨
へ
の
期
待
な
ど
を
も
っ
て
公
然
と
ル
タ
ー
批
判
を
展
開
し
た
。「
領
主
た
ち
は
、

貧
し
い
者
た
ち
に
戒
め
を
広
め
よ
う
と
し
て
、
神
は
汝
盗
む
な
か
れ
と
命
じ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
益
で
、
か
え
っ
て
貧
し

い
農
夫
、
職
人
、
す
べ
て
の
者
を
苦
し
め
、
恥
か
し
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
」
(46)

。

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
も
、
神
の
み
業
に
よ
っ
て
信
仰
に
至
り
、
神
の
み
が
恩
寵
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
律
法
そ
の
も

の
が
、
す
で
に
、
恩
寵
で
あ
り
、
義
認
で
あ
っ
た
(47)

。

神
に
敵
対
す
る
世
と
、
未
来
の
世
と
い
う
二
つ
の
ア
イ
オ
ー
ン
が
激
突
し
た
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
た
ち
は
、「
こ
の
世
」（
オ
ー
ラ
ー
ム
・

ハ
ッ
ゼ
）
の
改
革
で
は
な
く
、
こ
の
世
そ
の
も
の
の
ト
ー
タ
ル
な
否
定
を
叫
ん
だ
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
義
と
認
め
ら
れ
る

順
序
を
倒
錯
す
る
と
こ
ろ
に
黙
示
思
想
の
温
床
が
あ
る
だ
ろ
う
。
整
合
性
の
た
め
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
終
末
論
思
想
と
混
成
し
た
の
で
あ
る
。

反
社
会
的
な
常
軌
を
逸
し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
犠
牲
者
と
い
う
発
信
内
容
の
皮
相
だ
け
で
は
異
端
の
本
質
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で
き
る
だ
ろ
う
。

「
し
か
し
、
わ
た
し
が
神
の
霊
で
悪
霊
を
追
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
の
国
は
あ
な
た
た
ち
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
の
だ
」（
マ
タ

イ
一
二
・
28
）
は
現
在
性
の
聖
句
で
あ
る
。
一
方
、「
も
し
片
方
の
目
が
あ
な
た
を
つ
ま
ず
か
せ
る
な
ら
、
え
ぐ
り
出
し
な
さ
い
。
両
方

の
目
が
そ
ろ
っ
た
ま
ま
地
獄
に
投
げ
込
ま
れ
る
よ
り
は
、
一
つ
の
目
に
な
っ
て
も
神
の
国
に
入
る
方
が
よ
い
」（
マ
ル
コ
九
・
47
）
は
未

来
性
に
属
す
る
。
で
は
、
イ
エ
ス
が
「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」「
御
国
が
来
ま
す
」
と
述
べ
た
真
意
は
ど
ち
ら
か
。
黙
示
思
想
の
延
長
上

の
「
来
る
べ
き
世
」（
オ
ー
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー
）
に
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

福
音
書
の
主
の
祈
り
に
「
御
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」Út]Wklim'

Ëylim]T'

が
あ
る
。（
マ
タ
イ
六
・
10
）
(51)

。
し
か
し
、
旧
約
聖
書
に
、

「
王
国
」
が
「
来
る
」
の
用
法
は
な
い
。
常
に
「
王
が
統
治
す
る
、
支
配
す
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
聖
書
の
王
国
は
民
主
主
義
の
国

家
の
形
態
と
は
異
な
る
。
キ
リ
ス
ト
が
宣
教
し
たK

ingdom

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
(52)

。

マ
タ
イ
の
福
音
書
に
は
「
天
の
国
」
が
三
十
三
回
、「
神
の
国
」
は
四
回
出
て
来
る
。「
王
国
」
と
は
「
支
配
」、
つ
ま
り
「
王
権
支
配
」

が
原
義
で
あ
る
。

マ
タ
イ
五
章
に
は
、hJba

sileiva
tou'qeou

﹇
神
の
王
権
支
配
﹈
が
出
て
来
な
い
。hJba

sileiva
tw

'n
oujra

nw
'n

﹇
天
の
王
権
支
配
﹈

で
あ
る
。
マ
タ
イ
は
「
神
」
と
い
う
直
接
表
現
を
避
け
た
。「
天
」
と
言
い
換
え
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
用
法
に
す
ぎ
な
い
。
当
時
ラ
ビ

た
ち
はµyim'ç

;úAtWkl]m

の
言
葉
を
用
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
今
す
ぐ
に
神
支
配
の
く
び
き
を
負
う
よ
う
に
勧
め
て
い
た
(53)

。

キ
リ
ス
ト
の
弟
子
は
「
主
の
祈
り
」
を
イ
エ
ス
か
ら
直
接
学
ん
だ
。
聞
い
た
者
は
す
べ
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
唯
一
神
信
仰
の
ユ

ダ
ヤ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
に
出
会
う
ま
で
に
親
し
ん
だ
祈
り
方
や
、
賛
美
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
カ
ッ
デ
ィ
シ
ュ
の
祈
り
」
は
シ
ナ
ゴ

ー
グ
で
礼
拝
の
説
教
の
終
わ
り
に
常
に
捧
げ
ら
れ
て
い
た
。
イ
エ
ス
の
意
図
を
了
知
す
る
に
は
必
須
知
識
で
あ
ろ
う
。

「
彼
の
偉
大
な
名
が
、

128

こ
の
世
界
に
お
い
て
偉
大
と
さ
れ
、

ま
た
聖
別
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
彼
が
御
意
志
に
従
っ
て

創
造
な
さ
れ
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
。

彼
は
彼
の
王
支
配
を
、
あ
な
た
達
の
生
活
と
あ
な
た
達
の
日
々
と

イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
家
の
生
活
に
お
い
て
お
こ
な
わ
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、

速
や
か
に
、
そ
し
て
近
い
将
来
に
。」
(54)

イ
エ
ス
と
同
時
代
の
人
は
、
こ
の
祈
り
を
す
ぐ
に
想
起
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
意
味
を
即
座
に
消
化
し
た
だ
ろ
う
(55)

。「
カ
ッ
デ
ィ
シ

ュ
の
祈
り
」
は
、
神
支
配
が
速
や
か
に
来
る
よ
う
に
祈
願
す
る
祈
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
、「
御
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」

を
「
ご
支
配
が
世
に
行
き
わ
た
り
ま
す
よ
う
に
」
の
訳
出
も
可
能
で
あ
る
(56)

。

ｂ
　
神
の
到
来
に
よ
る
義
の
宣
告

イ
エ
ス
は
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
で
イ
ザ
ヤ
の
巻
物
か
ら
教
え
た
。（
ル
カ
四
・
15
〜
19
、
イ
ザ
ヤ
六
一
・
1
〜
2
）。「
雄
々
し
く
あ
れ
、
恐

れ
る
な
。
見
よ
、
あ
な
た
た
ち
の
神
を
。
敵
を
打
ち
、
悪
に
報
い
る
神
が
来
ら
れ
る
。
神
は
来
て
、
あ
な
た
た
ち
を
救
わ
れ
る
。
そ
の

と
き
、
見
え
な
い
人
の
目
が
開
き
聞
こ
え
な
い
人
の
耳
が
開
く
。
そ
の
と
き
歩
け
な
か
っ
た
人
が
鹿
の
よ
う
に
躍
り
上
が
る
。
口
の
利

け
な
か
っ
た
人
が
喜
び
歌
う
。」（
イ
ザ
ヤ
三
五
・
4
〜
6
）。

エ
ル
サ
レ
ム
・
タ
ル
ム
ー
ド
の
タ
ア
ニ
ー
ト
項
に
出
て
来
る
祈
り
は
近
似
性
が
あ
る
。「
あ
な
た
の
名
が
高
め
ら
れ
、
聖
な
ら
し
め
ら

れ
、
た
た
え
ら
れ
よ
か
し
、
わ
れ
ら
の
王
よ
、
あ
な
た
が
送
っ
て
下
さ
る
あ
ら
ゆ
る
雨
粒
の
ゆ
え
に
」（PT

Taanit64b

）。
待
ち
に
待
っ

た
雨
が
天
か
ら
降
っ
て
き
た
。「
王
」
の
み
名
と
統
治
に
感
謝
す
る
祈
り
が
常
で
あ
っ
た
。
弟
子
た
ち
は
、「
主
の
祈
り
」
の
「
み
国
」
を
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つ
、
嘆
願
す
る
内
容
で
あ
る
。
礼
拝
の
中
で
、
と
り
わ
け
聖
餐
式
で
、「
ご
支
配
が
世
に
行
き
わ
た
り
ま
す
よ
う
に
」
と
は
現
臨
に
注
視

し
、
終
末
論
的
実
存
を
体
験
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
も
一
世
紀
に
始
ま
っ
た
王
権
﹇
支
配
﹈
を
力
強
く
告
白
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
追
随
者
に
「
王
国
」
と
「
義
」
を
求
め
る
よ
う
に
と
勧
め
た
（
マ
タ
イ
六
・
33
）。

hq
;d;x]

「
義
」（righteousness

）
に
関
し
て
「
ヨ
ハ
ネ
が
来
て
義
の
道
を
示
し
た
の
に
、
あ
な
た
た
ち
は
彼
を
信
ぜ
ず
、
…
…
彼
を
信
じ

よ
う
と
し
な
か
っ
た
。」（
マ
タ
イ
二
一
・
32
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
報
酬
的
思
想
で
は
な
く
、
神
の
恩
恵
の
視
座
か
ら
義
を
と
ら
え
る
必

要
が
あ
る
。
福
音
書
に
「
義
」
の
登
場
は
少
な
い
(59)

。
ツ
ェ
ダ
カ
ー
の
原
義
は
、「
救
い
」
の
概
念
で
あ
る
(60)

。
い
わ
ば
同
義
語
的
で
あ

る
。「
わ
た
し
は
わ
が
救
﹇
ツ
ェ
ダ
カ
ー
﹈
を
近
づ
か
せ
る
ゆ
え
、
そ
の
来
る
こ
と
は
遠
く
な
い
。
わ
が
救
は
お
そ
く
な
い
。
わ
た
し
は

救
を
シ
オ
ン
に
与
え
、
わ
が
栄
光
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
与
え
る
」。（
イ
ザ
ヤ
四
六
・
13

口
語
訳
）。
パ
ウ
ロ
は
、「
救
い
の
日
に
あ
な
た
を

助
け
た
」（
イ
ザ
ヤ
四
九
・
8
）
を
「
今
こ
そ
救
い
の
日
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
六
・
2
）
と
解
釈
し
た
。
新
約
の
救
済
は
、
神
の
意
志
と
し
て

の
「
神
の
国
」
で
あ
り
、「
義
」
で
あ
ろ
う
。

不
義
者
が
義
と
宣
告
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
法
規
定
を
超
越
す
る
。
神
の
義
、
つ
ま
り
救
済
行
為
が
恩
恵
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ

る
。
ツ
ェ
ダ
カ
ー
は
「
救
い
、
恵
み
の
業
」
を
含
意
す
る
。
個
人
が
求
め
る
「
義
」
も
、「
救
い
」
と
考
え
る
な
ら
、
異
端
に
見
ら
れ
る

自
己
義
認
や
硬
直
し
た
教
義
、
地
平
線
上
の
神
の
千
年
王
国
を
希
求
す
る
急
進
的
な
終
末
論
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
福
音G

ood
N
ew

s

と
は
、
終
末
論
的
「
神
の
王
国
」
が
、
今
す
で
に
義
の
形
を
と
っ
て
到
来
し
て
い
る
宣
言
で
あ
る
。

ｃ
　
異
端
の
終
末
論
を
凌
駕
す
る
弁
証

十
九
世
紀
以
降
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
「
神
の
王
国
」
の
到
来
を
徹
底
さ
せ
る
終
末
論
(61)

を
掲
げ
た
。
一
方
、
ブ

異端の終末論

131

救
済
論
的
に
「
神
の
支
配
」
と
受
け
止
め
て
い
た
だ
ろ
う
。

「
天
の
国
」
は
死
後
の
「
天
国
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
神
が
樹
立
す
る
未
来
の
来
た
る
べ
き
「
千
年
王
国
」
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

黙
示
思
想
的
終
末
論
者
は
、「
御
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
期
待
の
一
因
と
す
る
。「
古
い
ア
イ
オ
ー
ン
」
が
滅
ぼ
さ
れ
た

後
に
到
来
す
る
「
新
し
い
ア
イ
オ
ー
ン
」
と
一
義
的
に
解
釈
す
る
。「
主
の
祈
り
」
を
エ
ス
カ
ト
ン
の
切
迫
性
の
角
度
か
ら
だ
け
で
判
読

す
る
の
は
近
視
眼
的
で
あ
る
（
Ⅱ
ペ
テ
ロ
一
・
9
）。
コ
ン
テ
キ
ス
トsou

「（
あ
な
た
の
）
御
国
」
に
着
眼
す
べ
き
で
あ
る
。「
あ
な
た
」

と
は
「
王
」
―
支
配
者
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
今
お
ら
れ
、
か
つ
て
お
ら
れ
、
や
が
て
来
ら
れ
る
方
」（
黙
示
録
一
・
8
）
で
あ
ろ

う
。「
や
が
て
来
ら
れ
る
方
」
と
し
て
「
主
イ
エ
ス
よ
、
来
て
く
だ
さ
い
」（
黙
示
録
二
二
・
20
）
と
ヨ
ハ
ネ
は
期
待
し
た
。
歴
史
の
始
ま

り
で
あ
り
、
歴
史
の
終
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
間
に
現
臨
す
る
万
物
の
支
配
者
が
、
歴
史
に
介
入
す
る
。
永
遠
な
る
方
が
、
パ
ン
を
裂
く
礼

拝
の
「
時
間
」
の
中
に
も
臨
在
す
る
。
感
謝
、
喜
び
、
賛
美
の
霊
的
な
犠
牲
の
瞬
間
で
あ
る
。〈
時
間
の
中
に
存
在
す
る
こ
の
世
界
の
意

味
と
し
て
起
こ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
は
、
こ
の
出
来
事
の
中
で
起
こ
っ
た
。
…
…
す
べ
て
の
人
間
も
…
…
こ
の
終
わ
り
の
日

に
生
き
て
い
る
〉
と
言
え
よ
う
(57)

。
最
後
の
日
はjetztschon

に
到
来
し
た
。
最
後
の
日
は
途
上
に
あ
っ
て
、
あ
と
は
経
過
し
、
終
了
す

る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

「
御
国
が
来
ま
す
よ
う
に
」
の
真
意
は
「
ま
こ
と
の
神
」
で
あ
り
、「
ま
こ
と
の
人
」
で
あ
る
方
の
支
配
権
が
今
も
、
未
来
永
劫
に
わ
た

っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懇
願
で
あ
ろ
う
。「
王
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
疎
遠
の
概
念
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。「
彼
が
世
界
よ
り
い
か
に
高

く
は
な
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
人
が
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
入
っ
て
、
柱
の
陰
の
（
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
）
立
っ
て
小
声
で
祈
り
を
さ
さ
や

い
た
だ
け
で
も
、
ほ
む
べ
き
聖
な
る
お
方
は
そ
の
祈
り
を
聴
い
て
く
だ
さ
る
。
口
が
耳
に
近
い
と
同
じ
く
ら
い
に
被
造
物
に
こ
れ
ほ
ど
に

近
く
い
ま
す
神
が
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
」（PT

ベ
ラ
ホ
ー
ト13a

）
(58)

。

し
た
が
っ
て
、「
主
の
祈
り
」
は
メ
シ
ア
の
支
配
が
〈
す
で
に
〉﹇
実
現
し
﹈〈
ま
だ
〉﹇
完
成
し
て
い
な
い
﹈
こ
と
を
感
謝
、
賛
美
し
つ



8
、
二
一
・
6
、
二
二
・
13
）
方
は
、
永
遠
の
昔
か
ら
の
先
住
性
が
あ
り
、
父
な
る
神
と
向
か
い
合
っ
て
い
た
。（
ヨ
ハ
ネ
一
・
1
）
(63)

。

人
性
と
い
う
肉
を
摂
取
し
、
永
遠
が
時
間
に
突
入
し
た
（
ヨ
ハ
ネ
一
・
14
）。
新
し
い
ア
イ
オ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

悔
い
改
め
て
、
福
音
を
信
じ
る
た
め
の
時
が
、
エ
ス
カ
ト
ン
で
あ
ろ
う
。
そ
の
瞬
間
に
古
い
時
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
が

神
の
指
で
悪
霊
を
追
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
の
バ
シ
レ
イ
ア
はe[fqa

sen
ejf∆uJma

'"

」（
ル
カ
一
一
・
20
）
と
す
で
に
始
ま
っ

て
い
る
。「
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
と
結
ば
れ
る
人
は
だ
れ
で
も
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
者
な
の
で
す
。
古
い
も
の
は
過
ぎ
去
り
、
新
し
い

も
の
が
生
じ
た
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
五
・
17
）。
キ
リ
ス
ト
に
似
る
者
、
栄
光
化
し
、
完
成
す
る
突
破
口
へ
の
「
時
は
満
ち
た
」
の
で
あ
る
。

時
間
﹇
カ
イ
ロ
イ
と
エ
ス
カ
ト
ン
﹈、
空
間
﹇
オ
ー
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
ゼ
と
オ
ー
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー
﹈
の
黙
示
的
二
極
相
に
対
す
る
弁

明
が
必
要
で
あ
る
。
大
気
中
の
窒
素
と
酸
素
は
、
自
然
に
は
混
合
し
な
い
。
し
か
し
、
稲
妻
の
介
入
に
よ
っ
て
、
結
合
し
、
雨
と
共
に
大

地
を
潤
し
、
植
物
を
生
育
し
て
い
る
。
光
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
、
統
一
的
理
解
が
可
能
に
な
る
。

神
の
視
点
か
ら
、
個
は
義
で
あ
っ
て
も
、
実
際
的
に
は
厳
然
た
る
罪
性
が
あ
る
。
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
で
あ
る
（sim

uliustus
et

peccator

）。
罪
の
赦
し
を
「
今
す
で
に
」
得
て
い
て
も
、
罪
性
が
「
い
ま
だ
な
お
」
の
中
間
の
途
上
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
聖
霊
は
、

先
取
りProlepsis

し
て
王
国
を
「
受
け
継
ぐ
保
証
」（
エ
フ
ェ
ソ
一
・
14
）
を
与
え
た
。
エ
ス
カ
ト
ン
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
は
成
就
の
意

を
も
含
意
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
王
国
と
義
は
「
今
す
で
に
」
歴
史
的
な
事
柄das

historische

を
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

そ
の
希
望
と
喜
び
を
告
白
す
る
の
が
終
末
論
的
生
き
方
で
あ
る
。

実
際
に
は
罪
人
、
し
か
し
希
望
に
お
い
て
は
義
人
（peccatorin

re,iustusin
spe

）
な
の
で
あ
る
。

自
ら
神
の
王
国
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
参
与
論
的
終
末
論
で
は
、
罪
あ
る
存
在
か
ら
自
由
に
は
な
ら
な
い
。
異
端
は
苦
悩
か
ら
の
解
放
、

解
脱
を
主
張
す
る
が
、
個
人
の
罪
性
に
は
重
点
を
お
か
な
い
傾
向
が
あ
る
。
救
済
が
二
元
論
的
に
死
か
ら
不
死
、
す
な
わ
ち
永
遠
の
命
こ

そ
が
勝
利
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
。「e[sca

to"

敵
と
し
て
、
死
が
滅
ぼ
さ
れ
ま
す
。」（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト
一
五
・
26
）
に
焦
点
を
先
鋭
化
す

異端の終末論
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ル
ト
マ
ン
は
実
存
的
現
在
終
末
論
(62)

を
主
張
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
二
極
の
終
末
論
の
間
を
往
来
す
る
振
り
子
の
よ
う
に
傾
く
思

惟
か
ら
い
ま
だ
に
脱
却
で
き
な
い
で
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
は
、
未
来
学
や
マ
ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
収
斂
に
翻
弄
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
や
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
宇
宙
論
の
角
度
か
ら
論
及
し
つ
つ
、
社
会
変
革
、
倫
理
向
上
に
貢
献
す
る

面
を
唱
え
る
。

ヴ
ァ
イ
ス
の
「
超
越
的
」、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
「
徹
底
的
」
か
ら
始
ま
っ
た
終
末
論
理
解
は
、
今
世
紀
に
な
っ
て
、
ド
ッ
ド
の

「
実
現
さ
れ
た
」、
バ
ル
ト
の
「
危
機
」、
ク
ル
マ
ン
の
「
歴
史
感
覚
」、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「
実
存
的
」、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
「
啓
示
と
し
て

の
歴
史
」、
モ
ル
ト
マ
ン
の
「
希
望
」、
テ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
「
進
化
」
な
ど
を
繰
り
広
げ
た
。
ど
の
終
末
論
も
、
貧
し
く
、

疲
弊
し
た
者
の
目
か
ら
は
哲
学
的
思
弁
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
拘
束
さ
れ
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
。
一
方
、
異
端
は
黙
示
的
二
元
論
に
基
づ
く
聖

書
か
ら
の
単
純
な
預
言
を
語
り
だ
し
た
。
間
隙
を
縫
う
か
の
よ
う
に
黙
示
的
終
末
論
が
闊
歩
す
る
様
相
を
提
供
し
て
し
ま
っ
た
。

異
端
は
、
古
い
ア
イ
オ
ー
ン
が
破
滅
し
、
新
し
い
ア
イ
オ
ー
ン
が
起
こ
さ
れ
る
直
前
の
表
象
に
よ
っ
て
平
静
さ
を
喪
失
す
る
。
天
変
地

異
、
貧
困
、
エ
イ
ズ
、
圧
制
、
腐
敗
な
ど
の
素
材
に
過
敏
に
な
り
、
黙
示
録
の
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
接
近
に
備
え
て
、
コ
ロ
ニ
ー
な
ど
に
共
同

生
活
す
る
よ
う
に
な
る
。
共
生
す
る
仲
間
だ
け
に
よ
る
禁
欲
的
エ
リ
ー
ト
主
義
に
自
己
満
足
す
る
。
自
己
義
を
絶
対
化
す
る
。

し
か
し
、
不
穏
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、
神
の
義
＝
救
済
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
の
日
、
そ
の
時
は
だ
れ
も
知
ら
な
い
」

（
マ
ル
コ
一
三
・
32
）
と
、
イ
エ
ス
は
黙
示
的
時
間
表
の
明
解
な
分
析
を
す
す
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
パ
ウ
ロ
も
「
兄
弟
た
ち
、

そ
の
時
と
時
期
に
つ
い
て
あ
な
た
が
た
に
は
書
き
記
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
Ⅰ
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五
・
1
）
と
エ
ス
カ
ト
ン
に
関
心
を
示

さ
な
か
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
の
支
配
が
上
か
ら
垂
直
的
に
介
入
す
る
カ
イ
ロ
イ
﹇
瞬
間
的
時
間
﹈
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
時
は
満
ち
、
神
の

バ
シ
レ
イ
ア
は
近
づ
い
た
」（
マ
ル
コ
一
・
15
）
と
い
う
宣
明
は
カ
イ
ロ
イ
で
あ
る
。「
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
」（
黙
示
録
一
・

132



歴
史
を
支
配
す
る
主
人
に
な
る
可
能
性
。〉

「
地
球
白
書
」
一
九
九
六
〜
九
七
、
第
二
、
三
、
五
章
、
オ
ー
ム
社
、
茅
陽
一
、
一
九
九
九
年
一
一
月
二
九
日
　
環
境
庁
報
道
発
表
資
料
「
化
学

物
質
と
環
境
」
概
要
版
〈
オ
ゾ
ン
層
破
壊
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
汚
染
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
処
理
な
ど
の
環
境
汚
染
等
〉。

(2)

『
至
福
千
年
』
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ョ
ン
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
、
三
五
頁
。
イ
ラ
ン
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
は
、
一
万
一
千
年
の
後
に

冬
と
夜
が
こ
の
世
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
そ
の
後
、
イ
マ
の
王
国
か
ら
よ
み
が
え
っ
た
死
者
た
ち
が
大
地
に
降
り
き
た
っ
て
再
び

地
上
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
と
い
う
。
宇
宙
は
、
光
と
闇
と
の
二
元
論
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
リ
マ
ン
が
き
よ
め
の
日
に
焼
き
尽
く
さ
れ
る
。

ア
フ
ラ
・
マ
ツ
ダ
の
〈
強
く
要
望
さ
れ
た
支
配
〉
が
成
就
す
る
前
に
最
後
の
闘
い
が
あ
る
。

(3)

「
宗
教
要
覧
」
Ⅲ
・
一
八
〜
二
一
、
六
四
〜
六
五
頁
。『
死
海
写
本
の
謎
を
解
く
』
Ｅ
・
Ｍ
・
ク
ッ
ク
、
教
文
館
、
一
九
九
五
年
、
一
五
二
頁
。

(4)

『
新
キ
リ
ス
ト
教
事
典
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
七
四
頁
。〈
ユ
ダ
9
節
に
は
モ
ー
セ
の
昇
天
か
ら
、
14
、
15
節
に
は
Ⅰ

エ
ノ
ク
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ⅱ
ペ
テ
ロ
二
・
4
も
Ⅰ
エ
ノ
ク
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
〉。

(5)

『
旧
約
聖
書
外
典
（
下
）』
新
見
宏
訳
、
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、
一
六
三
頁
。『
新
共
同
訳
』
旧
約
続
編
エ
ズ
ラ
記
（
ラ
テ
ン
語
）
四
・
26
。

(6)

H
erm

an
R
idderbos,The

C
om

ing
ofthe

K
ingdom

,
Paideia

Press
1978

p.12-13.

(7)

『
聖
書
外
典
偽
典
５
』
旧
約
偽
典
Ⅲ
、
笈
川
博
一
・
土
岐
健
治
訳
、
教
文
館
、
一
九
七
六
年
、
三
○
五
頁
。

(8)

『
新
世
界
訳
』（
も
の
み
の
塔
協
会
発
行
、
一
九
八
四
年
版
）
で
は
「
こ
の
事
物
の
体
制
の
神
」
と
訳
出
。

(9)

『
旧
約
聖
書
外
典
（
下
）』
同
、
一
九
九
九
年
、
一
五
五
、
一
五
六
頁
。
参
照
『
新
共
同
訳
』
続
編
エ
ズ
ラ
記
（
ラ
テ
ン
語
）
七
・
47
。

(10)

エ
ズ
ラ
記
（
ラ
テ
ン
語
）
七
・
32
。
参
照
『
新
共
同
訳
』
続
編
。

(11)

Palestinian
Talm

ud
B
erakoath

17a;

参
照
聖
句
マ
タ
イ
二
二
・
30
。

(12)

TheologicalD
ictionary

ofthe
N
ew

Testam
entV

ol.IX
Eduard

Lohse
Eerdm

ans
1974,p.471.

(13)

『
ギ
リ
シ
ャ
語
新
約
聖
書
釈
義
事
典
Ⅲ
』
Ｇ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
編
、
一
九
九
三
年
、
四
二
頁
。『
創
世
記
Ⅰ
』
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
　
対
訳
シ
リ

ー
ズ
、
ミ
ル
ト
ス
・
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
研
究
所
編
、
一
九
九
二
年
、
二
五
頁
「
楽
し
み
、
よ
く
潤
さ
れ
た
所
」。『
現
代
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞
典
』、
キ
リ
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る
。
罪
か
ら
で
は
な
く
、
死
か
ら
の
救
済
に
力
点
が
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
裁
き
か
ら
無
罪
宣
告
を
獲
得
で
き
る
の
は
、
到
来
し
た

神
の
宣
告
に
依
拠
す
る
。「
今
日
、
救
い
が
こ
の
家
を
訪
れ
た
」（
ル
カ
一
九
・
9
）。
罪
を
赦
す
、
裁
き
主
な
る
神
の
恩
寵
に
依
存
し
て

い
る
。「
わ
た
し
は
復
活
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
わ
た
し
を
信
じ
る
者
は
、
死
ん
で
も
生
き
る
」（
ヨ
ハ
ネ
一
一
・
25
）。
父
な
る
神
に
よ

る
黙
示
思
想
的
処
罰
は
「
今
す
で
に
」jetztschon

、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
で
成
就
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
終
末
的
完
成
と
は
、
以
前
に
時
間
的
に
と
ら
え
て
い
た
局
面
で
は
な
く
、
時
間
か
ら
解
放
さ
れ
た
究
極
性
を
見
つ
め
、

救
済
の
最
終
的
決
定
的
瞬
間
を
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。「
も
は
や
彼
ら
の
罪
と
不
法
を
思
い
出
し
は
し
な
い
」（
へ
ブ
ラ
イ
一
〇
・
17
）
と

永
遠
な
る
神
は
宣
言
す
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
よ
う
に
一
元
論
的
な
見
方
で
善
悪
双
方
を
包
含
す
る
神
と
解
し
て
は
い
け
な
い
。
キ
リ

ス
ト
は
「
新
し
い
創
造
」
と
い
う
時
を
与
え
る
。
再
生
者
に
は
未
来
永
劫
に
、
終
わ
り
の
な
い
終
末
意
識
を
止
揚
す
る
。

統
一
的
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
の
見
方
を
構
築
す
る
と
は
、
聖
霊
を
通
し
て
同
時
性
を
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。jetztschon

とnoch
nicht

、

義
人
と
罪
人
、
未
来
的
終
末
論
と
実
存
論
的
終
末
論
の
二
極
の
思
惟
を
新
し
く
調
和
さ
せ
統
一
す
る
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
で
あ
る
。「
キ
リ

ス
ト
は
わ
た
し
た
ち
の
平
和
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
も
の
を
一
つ
に
し
、
ご
自
分
の
肉
に
お
い
て
敵
意
と
い
う
隔
て
の
壁
を
取
り
壊
し
」

（
エ
フ
ェ
ソ
二
・
14
）
に
あ
る
よ
う
に
統
一
の
概
念
を
生
起
さ
せ
る
。
義
を
宣
告
し
つ
づ
け
て
い
る
キ
リ
ス
ト
を
中
心
と
す
る
統
一
的
コ

ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
の
視
座
を
弁
証
す
る
時
、
異
端
の
人
々
の
目
か
ら
う
ろ
こ
が
と
れ
る
だ
ろ
う
。

注(1)

W
ired

m
agazine

Erik
D
avis

二
〇
〇
〇
年
四
月
五
日
。〈
人
工
知
能
﹇
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
遺
伝
子
工
学
﹈
を
所
持
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
が
人
類
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(24)

第
四
エ
ズ
ラ
書
七
・
28
、『
旧
約
聖
書
外
典
（
下
）』
同
、
一
五
三
頁
。
シ
リ
ア
語
バ
ル
ク
黙
示
録
四
〇
・
3
、『
聖
書
外
典
偽
典
　
五
』
同
、
一

一
○
頁
。

(25)

拙
稿
「
も
の
み
の
塔
の
超
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
の
回
帰
」
福
音
主
義
神
学
会
・
西
部
部
会
・
組
織
神
学
部
門
、
一
九
九
九
年
、
四
〜

五
頁
の
論
考
参
照
。「
目
薬
」
誌
、N

o.11

〈
異
端
と
は
〉
市
川
康
則
、
一
九
九
八
年
、
九
頁
。

(26)

『
終
末
と
救
済
の
幻
想
』
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
リ
フ
ト
ン
岩
波
書
店
、
二
○
○
○
年
、
二
八
八
〜
二
九
五
頁
。

(27)

『
異
端
の
歴
史
』
Ｄ
・
ク
リ
ス
テ
ィ=

マ
レ
イ
、
教
文
館
、
一
九
九
七
年
、
五
一
〜
五
六
頁
。〈
一
五
六
年
頃
か
ら
聖
霊
充
満
の
カ
リ
ス
マ
的
感

激
を
期
待
し
、
厳
格
な
道
徳
主
義
を
実
践
し
た
。
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
が
フ
リ
ュ
ギ
ア
の
ペ
プ
ー
ザ
に
実
現
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。
既
存

の
教
会
の
位
階
制
度
を
否
定
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
徹
底
的
な
弾
圧
に
よ
り
五
世
紀
頃
に
消
滅
。〉

(28)

The
FourG

reatH
eresies

J.W
.C
.W

and
London

1967
p.13.

(29)

『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
Ⅰ
』
研
究
社
、
一
九
九
六
年
、
四
七
五
頁
。
二
○
○
○
年
三
月
一
二
日
に
バ
チ
カ
ン
で
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、

「
誤
っ
た
信
念
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
異
端
裁
判
や
宗
教
戦
争
」
に
対
す
る
謝
罪
を
発
信
し
た
。
教
会
は
「
異
端
」
に
対
応
す
る
際
、
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。O

rthodoxy

（
正
統
信
仰
）
とO

rthopraxis

（
正
統
的
信
仰
生
活
）
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
参
考:

W
as

ist

H
aresie?

K
.R

ahnerS
chriften

zu
T

heologie
5

K
öln,Z

ürich
1962

S
.527-76.

(30)

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
対
ト
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
、
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
対
ミ
カ
エ
ル
・
セ
ル
ヴ
ェ
ト
ス
、
改
革
派
教
会
対
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ス
主
義
に
お
い
て
相
手
を
異
端
と
糾
弾
す
る
主
導
権
争
い
の
構
図
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
見
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

会
が
異
端
で
あ
る
。
拙
稿
「
も
の
み
の
塔
の
超
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
の
回
帰
」
同
、
四
頁
の
論
考
参
照
。

(31)

『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
15
』「
神
の
国
」
(5)
、
教
文
館
、
一
九
八
三
年
、
一
一
五
頁
。

(32)

C
hrist'sSecond

C
om

ing
W

illItB
e
Prem

illennial?
D
avid

B
row

n
StillW

atersR
evivalB

ooks1990
p.62.

(33)

拙
論
「
目
」
誌
　N

o.14

、
一
九
九
九
年
、
一
〇
〜
一
一
頁
。

(34)

『
オ
リ
ゲ
ネ
ス
4
』
ケ
ル
ソ
ス
駁
論
Ⅱ
、
キ
リ
ス
ト
教
父
著
作
集
、
教
文
館
、
一
九
九
七
年
、
一
五
四
頁
。
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ス
ト
聖
書
塾
、
一
九
八
四
年
、
三
四
九
頁
〈
天
国
、
来
世
、
理
想
郷
〉。

(14)

エ
ズ
ラ
記
（
ラ
テ
ン
語
）
八
・
52
〜
53
、『
新
共
同
訳
』
旧
約
続
編
。

(15)

『
ユ
ダ
ヤ
終
末
論
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
』
Ｔ
・
Ｆ
・
グ
ラ
ッ
ソ
ン
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
一
一
〜
一
二
頁
。〈
ヘ
シ
オ
ド
ス

の
『
仕
事
と
日
々
』
に
お
い
て
、
世
界
史
の
四
つ
の
継
起
す
る
時
代
が
、
諸
金
属
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
英
雄
時
代
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
い
か
な
る
物
質
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
四
つ
の
金
属
は
、
金
、
銀
、
青
銅
、
鉄
で
あ
る
。
さ
て
ダ
ニ
エ

ル
二
章
に
お
い
て
も
、
世
界
史
は
四
つ
の
金
属
―
金
、
銀
、
青
銅
、
鉄
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
第
四
の
時
期
の
後
期
の
状
態
は
鉄
と
粘
土
の

混
合
だ
と
さ
れ
て
い
る
。〉

(16)

TheologicalD
ictionary

ofthe
N
ew

Testam
entV

ol.I
K
.G

.K
uhn

Eerdm
ans

1977
p.573;

『
キ
ッ
テ
ル
新
約
聖
書
神
学
辞
典
、
王
・
王
国
』

Ｋ
・
Ｇ
・
ク
ー
ン
、
教
文
館
、
一
九
六
五
年
、
二
一
頁
。

(17)

H
erm

an
R
idderbos,The

C
om

ing
ofthe

K
ingdom

,
Paideia

Press
1978

p.16;

『
キ
ッ
テ
ル
新
約
聖
書
神
学
辞
典
、
王
・
王
国
』
同
、
一
五
頁
。

A
G
reek-English

Lexicon
ofthe

N
ew

Tesram
entand

O
therEarly

C
hristian

Literature
W

.B
auer/W

.F.A
rant/F.W

.G
ingrich

C
hicago

1979

p.134-136.

(18)

『
死
海
文
書
の
す
べ
て
』
Ｊ
・
Ｃ
・
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
カ
ム
、
青
土
社
、
一
九
九
七
年
、
一
五
九
〜
一
七
五
頁
。

(19)

ダ
ニ
エ
ル
二
・44

『
旧
約
聖
書
』
関
根
正
雄
訳
、
一
九
九
七
年
。

(20)

拙
論
「
目
薬
」
誌
、N

o.10

一
九
九
八
年
、
三
頁
。

(21)

A
nte-nicene

FathersV
ol.3

Tertullian
A
gainstM

arcion
B
ook

IV
H
endrickson

1994
p.409.

(22)

C
hristopherR

.Seitz,W
ord

w
ithoutEnd:the

O
ld

Testam
entasabiding

theoloicalw
itness,

Eerdm
an

1998
p.226-227.

(23)

H
.L.Strack-P.B

illerbeck,K
om

m
entarzum

N
euen

Testam
entaus

Talm
ud

und
M
idrasch

III,
1965

p.824;

〈
ラ
ビ
の
エ
リ
エ
ゼ
ル
・
ベ
ン
・

ヒ
ル
カ
ノ
ス
が
、
エ
ジ
プ
ト
在
住
が
四
百
年
、
士
師
時
代
の
異
邦
人
支
配
が
百
十
一
年
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
陥
落
ま
で
が
四
百

九
十
年
、
合
計
約
千
年
と
計
算
〉。
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ら
の
官
庁
に
引
き
渡
す
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
場
合
、
家
屋
に
侵
入
し
て
、
書
物
や
財
産
、
そ
の
他
の
も
の
を
腕
力
を
振
っ
て
奪
え
と
命
令
す
る

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
法
に
抵
抗
し
な
い
で
こ
れ
を
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〉

(45)

W
eim

arerA
usgabe

D
.M

artin
Luthers

W
erke

K
ritische

G
esam

tausgabe
1883

S.294;

『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
６
、
聖
文
舎
、
一
九

八
一
年
、
三
一
九
頁
。〈
あ
な
た
が
た
は
神
の
こ
う
し
た
怒
り
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
早
晩
そ
の
生
活
態
度
を
改
め
な
い
か
ぎ

り
、
あ
な
た
が
た
の
上
に
も
神
の
怒
り
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。〉

(46)

Schriften
und

B
riefe.K

ritische
G

esam
tausgabe,hrsg.v.G

ünther
F

ranz,G
ütersloher

V
erlagshaus

G
erd

M
ohn,T

hom
as

M
üntzer

1968
S

.329;

『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の
基
礎
構
造
』
倉
松
功
、
創
文
社
、
一
九
七
七
年
、
四
七
○
頁
。

(47)

A
aO

S.221-222;

同
四
六
九
〜
四
七
○
頁
。〈
義
認
を
経
験
し
た
者
は
律
法
を
厳
し
く
語
る
。
そ
う
で
な
い
説
教
は
、
蜜
の
よ
う
に
甘
い
神
の

言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
見
か
け
は
美
し
い
が
毒
で
あ
る
。
律
法
に
よ
っ
て
、
人
は
神
に
似
、
キ
リ
ス
ト
に
似
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。〉

(48)

マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
語
は
、
元
統
一
協
会
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ハ
ッ
サ
ン
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
。
反
社
会
的
な
経
済
詐
欺
行
為
な
ど

を
平
気
で
す
る
宗
教
団
体
に
適
用
す
る
場
合
が
多
い
。
社
会
学
の
立
場
か
ら
は
特
定
の
グ
ル
ー
プ
を
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
化
し
、
魔
女
狩
り
の
よ
う
に
同
一
視
す
る
問
題
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
信
者
が
『
世
代
』
を
語
る
時
―
『
エ
ホ
バ
の
証
人
』
の
布
教

活
動
に
現
わ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
実
践
の
分
析
―
」『
宗
教
と
社
会
』
兼
子
一
、
一
九
九
九
年
、
第
五
巻
三
九
〜
五
九
頁
。

(49)

『
旧
約
聖
書
外
典
（
下
）』
新
見
宏
訳
、
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、
一
八
八
頁
、『
新
共
同
訳
』
続
編
エ
ズ
ラ
記
（
ラ
テ
ン
語
）
一
二
・
7
。

(50)

『
キ
リ
ス
ト
と
時
』
Ｏ
・
ク
ル
マ
ン
、
岩
波
現
代
叢
書
、
一
九
五
四
年
、
六
九
〜
七
〇
頁
。
ク
ル
マ
ン
は
エ
レ
ミ
ア
ス
、
キ
ュ
ン
メ
ル
と
同
様
、

救
済
史
の
角
度
か
ら
「
現
在
的
・
未
来
的
終
末
論
」
を
掲
げ
た
。jetztschon

とnoch
nicht

の
緊
張
関
係
を
言
及
し
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
的
終

末
論
を
論
駁
し
て
い
る
。

(51)

B
radford

Y
oung,Thy

K
ingdom

C
om

e
part1

Jerusalem
Perspective,Sep.1988

p.1.

(52)

J.H
.B
avinck,Inleiding

in
zendingsw

etenschap,
K
am

pen
1954

p.157.

(53)

H
.L.S

track
und

P
.B

illerbeck,Kom
m

entar
zum

N
euen

Testam
entaus

Talm
ud

und
M

idrasch
,4B

de,
M

ünchen
1956

S
.176-178.
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(35)
Expositiones

X
IIIEpistularum

SanctiPauli
A
.Souter,

Pelagius's
Expositions

ofThirteen
Epistles

ofSt.PaulJ.A
.R
obinson

C
am

bridge

1926
p.367.

(36)
「
デ
メ
ト
リ
ア
ス
へ
の
手
紙
」
第
二
章
、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
９
』
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集
（
１
）
教
文
館
一
九
七
九
年

三
四
○
頁
。

(37)

The
D
ay-Star

﹇reprintof1846

﹈O
.R
.L.C

rosierLeaves-O
f-A

utum
n
B
ooks1990

p.13-20

『
終
末
・
預
言
・
安
息
日
』
村
上
良
夫
、
新
教
出

版
社
、
一
九
九
八
年
、
二
○
一
〜
二
○
二
頁
。
サ
タ
ン
は
神
の
統
治
が
不
当
だ
と
主
張
。〈
サ
タ
ン
の
主
張
を
反
駁
す
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
の
働

き
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
名
を
持
つ
す
べ
て
の
者
の
働
き
で
あ
る
」、「
そ
れ
か
ら
終
わ
り
が
来
る
。
神
は
ご
自
分
の
律
法
の
正
し
さ
を
立
証
し
、

そ
の
民
を
救
わ
れ
る
〉、
拙
論
「
目
薬
」
誌
　N

o.17

一
九
九
九
年
、
四
頁
。

(38)

Purging
the

Poison:the
R
evision

ofPelagius'Pauline
C
om

m
entaries

C
asiodorusand

hisStudentsD
.W

.Johnson
Princeton

1989.

(39)

『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
Ⅹ
』
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集
(2)
、
教
文
館
、
一
九
八
五
年
、
五
六
頁
。

(40)

Expositiones
X
III

Epistularum
p.47;

〈
ア
ダ
ム
は
罪
の
型
を
作
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
は
無
償
で
罪
を
赦
し
、
し
か
も
義

の
模
範
を
与
え
た
。〉

(41)

『
二
元
論
の
復
権
』
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
と
マ
ニ
教
、
Ｓ
・
ペ
ト
ル
マ
ン
、
教
文
館
、
一
九
八
五
年
、
三
一
○
頁
。

(42)

ヨ
ア
キ
ム
﹇
一
一
三
〇
頃
〜
一
二
〇
二
﹈
は
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
オ
ー
レ
で
、Expositio

in
A
pocalypsim

﹇
黙
示
録
注
解
﹈
を
著
わ
し
、
中
世
の

終
末
論
に
影
響
を
与
え
た
。
一
二
六
〇
年
に
「
聖
霊
の
時
代
」
が
到
来
し
た
と
注
解
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
神
の
国
」
と
教
会
を
同
一
視

す
る
伝
統
的
理
解
に
決
別
を
告
げ
、
清
貧
運
動
と
結
び
付
い
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
終
末
論
が
継
承
し
て
い
っ
た
。

(43)

ル
カ
六
・
20
。

(44)

Luthers
W

erke
in

A
usw

ahlIIIO
tto

C
lem

en
B
onn

1912-1933
ebd.B

d.II
S.382;

『
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
』
渡
辺
茂
、
聖
文
舎
、
一
九
七
八

年
、
七
七
〜
七
八
頁
。〈
こ
の
世
の
は
じ
め
か
ら
賢
明
な
君
主
は
珍
し
い
鳥
で
あ
る
。
敬
虔
な
君
主
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
部
分

地
上
で
最
大
の
愚
者
が
あ
る
い
は
最
大
の
悪
漢
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
も
彼
ら
か
ら
最
悪
の
こ
と
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。〉

A
aO

I
S.383;

同
七
八
頁
。〈
暴
君
た
ち
は
マ
イ
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
そ
の
他
で
わ
た
し
の
新
約
聖
書
を
、
あ
ち
ら
こ
ち
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と
し
て
展
開
す
る
。
六
十
年
代
以
降
に
な
る
と
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
、
人
類
の
進
化
進
歩
﹇
創
造
﹈
と
終
末
的
神
の
王
国
﹇
和
解
﹈
が
回
復
に

よ
っ
て
重
な
る
と
展
望
し
、
普
遍
史
を
啓
示
の
舞
台
と
主
張
す
る
。
一
方
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
『
希
望
の
神
学
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
八
年
）

の
中
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
歴
史
の
過
程
を
目
的
論
的
に
と
ら
え
、
社
会
倫
理
へ
の
影
響
に
参
与
す
る
よ
う
に
歴
史
回
復
へ
私
た
ち
を
向
け
て
い

る
。

(63)

拙
論
「
目
薬
」
誌N

o.21

「
キ
リ
ス
ト
と
は
だ
れ
か
３
」、
二
○
○
○
年
、
一
二
〜
一
三
頁
。

（
神
戸
聖
書
宣
教
学
校
・
校
長
）

異端の終末論

141

(54)
The

O
ld

Jew
ish-A

ram
aic

Prayer.The
K
addish

Leipzig
1909

p.21-24.
(55)

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
Ⅰ
・
１
、EK

K

新
約
聖
書
註
解
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ル
ツ
、
教
文
館
、
一
九
九
○
年
、
四
九
一
頁
。

(56)

マ
タ
イ
六
・
9
『
新
約
聖
書
』
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｍ
・
ギ
ャ
ロ
ッ
ト
、
角
川
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
二
九
頁
。『
共
同
訳
』
日
本
聖
書
協
会
、
一

九
七
八
年
版
　
〈
あ
な
た
の
支
配
を
行
き
渡
ら
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。〉

(57)

『
教
会
教
義
学
』「
創
造
論
」
Ⅱ
・
3
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
四
二
二
頁
。
バ
ル
ト
は
歴
史
の
永
遠
と
時
間
を

鳥
瞰
図
法
の
よ
う
に
絶
対
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
。〈
現
実
的
な
終
末
史
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
い
つ
も
そ
の
都
度
《
終
わ
り
は
近

い
！
》
と
、
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
〉『
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
著
作
集
』
15
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
九
五
頁
。
超
越
的
な
神
が
突

如
と
し
て
上
か
ら
突
入
す
る
こ
と
を
弁
証
す
る
。

(58)

『
タ
ル
ム
ー
ド
入
門
Ⅰ
』
Ａ
・
コ
ー
ヘ
ン
、
教
文
館
、
一
九
九
七
年
、
一
四
四
〜
一
四
五
頁
。

(59)

Synonym
softhe

O
ld

Testam
ent

R
.B
.G

irdlestone
Eerdm

ans
1897

p.166;

マ
ル
コ
は
ゼ
ロ
、
ル
カ
は
一
度
だ
け
、
ヨ
ハ
ネ
は
二
回
、
マ
タ
イ

は
八
回
、
パ
ウ
ロ
は
書
簡
に
六
十
六
回
用
い
た
。

(60)

W
.G

esenius,H
ebrew

and
English

Lexicon
ofthe

O
ld

Testam
ent,

1975
p.842;

『
旧
約
聖
書
ヘ
ブ
ル
語
大
辞
典
』、
名
尾
耕
作
、
聖
文
舎
、
一

九
八
二
年
、
一
一
四
五
頁
。

(61)

ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
イ
エ
ス
の
終
末
論
が
ユ
ダ
ヤ
黙
示
思
想
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
及
。
個
人
的
な
終
末
論

eschatologia
individualis

の
内
面
的
な
不
死
で
は
な
く
、
近
い
将
来
に
待
ち
受
け
る
世
界
的
出
来
事
で
あ
る
と
、
神
の
国
の
到
来
を
徹
底
さ
せ
る

た
め
の
「
徹
底
的
終
末
論
」K

onsequente
Eschatologie

を
唱
え
た
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ヴ
ァ
イ
ス
の
「
超
越
的
な
終
末
論
」
か
ら
派
生
し
た
。

(62)

『
ブ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
』
14
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
一
三
二
頁
。〈
歴
史
の
意
味
は
時
の
終
わ
り
に
や
っ
と
成
就
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
人
間
が
今
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
現
わ
れ
た
神
の
恩
寵
を
つ
か
み
と
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
人
間
と
な

る
と
き
、
そ
の
つ
ど
人
間
の
生
活
の
う
ち
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。〉
バ
ル
ト
と
同
様
に
、
黙
示
思
想
に
基
づ
く
歴
史
的
未
来
の
視
点
を
否
定
す

る
。
究
極
的
に
、
永
遠
の
命
を
受
け
取
る
カ
イ
ロ
ス
と
、
審
判
を
受
け
る
危
機
の
エ
ス
カ
ト
ン
と
は
自
己
の
決
断
に
よ
る
時
を
実
存
的
終
末
論
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